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はじめに 

 

 近年、局地的豪雨により各地で被害が発生しており、近畿地方に

おいては、平成 21年 7月及び 11月に和歌山県、8月に兵庫県で被害

が発生した。 

特に 8 月の台風第 9 号により、兵庫県佐用郡佐用では、9 日 21 時

17 分までの 1 時間に 89.0mm の猛烈な雨を記録し、9 日の日降水量

326.5mm とともに、1977 年の統計開始以来の 1位を更新した。また、

8日の降り始めからの総雨量は349.5mmとなるなど記録的な大雨とな

った。これにより幕山川では避難途中に多くの方々が犠牲となるな

ど、兵庫県西・北部では人的被害、家屋被害等甚大な被害が発生し

た。 

 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第 4 次評価報告書による気

候変動の傾向を踏まえると、大雨や台風の強度の一層の増大が懸念

されていることから、局地的豪雨による被害は今後どの河川で発生

してもおかしくないと言えよう。 

 河川改修が進んでいない河川中上流部では、局地的豪雨が発生す

るとさらに被害が大きくなるため、そういった所では、ハード対策、

ソフト対策を組み合わせ、被害を軽減できる対策を検討する必要が

ある。 

 このような背景を踏まえ、局地的豪雨に対しての被害軽減方策を

とりまとめることを目的とし、学識経験者等からなる「局地的豪雨

による被害軽減方策検討会」（以下、検討会）を平成 21年 11 月に設

立し、これまでに 7 回の検討会を開催した。検討会では、今回発生

した洪水被害に関し、佐用町や宍粟市で実施された検証結果を踏ま

えつつ、急激な水位上昇に対する有効な河川情報及び防災情報のあ

り方、適切かつ迅速な避難のあり方などのソフト対策、超過洪水に

対する河川整備のあり方について検討を進めた。 

 平成 22 年 10 月には、課題や対応方針から具体的な施策の提案ま

でを提言[中間とりまとめ]として公表した。また、具体的な施策の

うち、「マイ防災マップ」の作成等については、宍粟市において平成
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22 年 7 月から翌年 1 月までの 7 ヶ月に渡り、実際に行って検証する

という社会実験を実施した。 

さらに、これらを受けて平成 23年 1月に局地的豪雨防災シンポジ

ウムを開催し、局地的豪雨による被害の軽減に向けて地域防災力の

向上を議論した。 

本提言は、中間とりまとめを基に、前述の社会実験の検証結果を

踏まえ、局地的豪雨における被害軽減方策として河川情報及び防災

情報のあり方、適切かつ迅速な避難のあり方等について 終提言と

してとりまとめたものである。 
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第1章 台風第 9号災害を踏まえた課題整理 

局地的豪雨による被害の軽減方策を策定するにあたり、宍粟市、

佐用町、兵庫県の各検証委員会での検証を踏まえて、台風第 9 号災

害の被害状況から、河川情報及び防災情報、避難、防災、水防活動、

河川整備に関する課題を整理した。 

 

1.1 河川情報及び防災情報の課題 

出水時の情報を伝えるリアルタイム情報としては、レーダ雨量、

地上雨量、水位、河川カメラ映像、水防警報、洪水予報、水位周

知情報、土砂災害警戒情報、気象予警報などがあり、普段から発

信されている事前情報としては、浸水想定区域図、浸水実績図、

ハザードマップ、重要水防箇所図などが作成・公表されている。 

 

1.1.1 リアルタイム情報の課題 

今回の災害で多数の人的被害が発生した幕山川をはじめ、雨量

観測、水位観測が実施されていない中小河川が存在するが、雨量・

水位が観測されている地域においては、各河川管理者からリアル

タイムでインターネットのホームページ及びメールにより発信し

ている。しかし、発信された情報は住民に十分認識されておらず、

出水時の避難行動などにあまり利用されていない。 

また、佐用町では、防災情報や水位、避難に関する情報は防災

行政無線やサイレンによって住民に伝えられたが、事後のアンケ

ート結果から、豪雨による雨音で聞き取りにくい状況であったと

の意見があった。 

 

(1) 観測体制の課題 

① 観測所および防災拠点の被災 

各河川管理者により、雨量・水位は観測されているものの、災

害時に一部の水位観測所が被災してデータが欠測したことによ

り、洪水時の水位の状況を把握できない状況となった。 

また、避難勧告や避難指示の発令や、そのために必要となる河

川情報・防災情報を集約する防災拠点となる災害対策本部が浸水
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して、本来の機能が発揮できなかった。 

 

② 災害時における情報把握の困難さ 

今回の災害では、支川を中心に雨量・水位の観測が実施されて

いない地域があったことから、水文情報が把握できないこと、河

川の流域面積が小さく河川勾配が急であるため洪水到達時間が

短いことから、局地的豪雨による急激な水位上昇を予測、把握す

ることが難しいこと、災害時の被害情報を行政のみでは全てを把

握することが難しいことなど、災害時の情報把握が困難であった。 

 

(2) 送り手側・受け手側の課題 

① 河川情報の利用に関して送り手側と受け手側に意識の差が

存在 

各河川管理者により雨量・水位の観測が実施され、観測した河

川情報をリアルタイムでパソコン・携帯電話によりインターネッ

ト発信しているものの、河川情報を基に自主的に避難を実施した

住民が少なかった。河川情報の入手方法が住民に十分周知されて

おらず、河川情報の送り手側（行政等）と受け手側（住民）に河

川情報の利用に関する意識に差が見られた。 

 

② 受け手側が河川情報を利用しにくい 

河川情報は、関連する複数の河川管理者等が発信することにな

っており、住民は避難等にあたり、どのように情報を入手し、利

用してよいのか分からない状況であった。 

 

③ 情報提供ツールにおける課題 

幅広い年齢層にとって簡便な情報収集源の 1 つであるテレビ

や、現在普及率が高くなっているパソコン等を利用したインター

ネットが、災害時に停電のため使用できない状況となり、各種の

情報等の把握が困難な状況となった。また、高齢者の多くがパソ

コンや携帯電話になじみがないことなどから、河川情報及び防災

情報が災害時に役に立たなかったこともあった。 
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④ 移動中の車両への情報提供が不十分 

移動中の車両が情報を得られないまま、冠水中の道路に進入し、

被災した。 

 

1.1.2 事前情報の課題 

ハザードマップに対する住民の認識は十分ではなく、避難に利

用されていない。また、ハザードマップには、計画の基本となる

降雨を対象とした浸水想定区域を記載することとしている。しか

し、ハザードマップに記載されている浸水想定区域以外の区域に

は、浸水想定を検討していない区域も存在し、さらに、浸水想定

区域を検討していない区域と浸水しない区域が区別されていない。

特に、流域面積の小さい支川などでは、浸水想定を検討していな

いため浸水情報がなかったり、平成 16年に発生した災害情報が周

知されていない等、避難に必要な情報が不足していた。 

 

(1) ハザードマップ等の課題 

① ハザードマップに対する不十分な認識 

宍粟市、佐用町ともハザードマップは全戸に配布されているが、

宍粟市では「ハザードマップを活用しなかった」割合が約 50%（宍

粟市被災者アンケート結果）、「ハザードマップが配布されている

ことを知らなかった」割合が約 35%（宍粟市被災者アンケート結

果）と、ハザードマップが十分に認識されていない実態が明らか

となった。 

 

② ハザードマップの作成において浸水想定を検討していない

地域の存在 

上流部の支川のうち、河道形状や地盤標高のデータがなく水位

が観測されていない地域においては、浸水想定を検討していない。

そのため、ハザードマップに記載されている浸水想定区域以外の

区域には、浸水想定を検討していない区域も存在し、さらに、浸

水想定区域を検討していない区域と浸水しない区域が区別され
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ていない。ハザードマップ上での浸水区域及び浸水深の情報空白

地域においても、今回の洪水では浸水等による被害が発生した。 

 

③ 既往洪水における被害情報が活かされていない 

平成16年の台風第21号などにより、浸水被害が発生している。

このような過去に発生した出水での浸水区域や堤内側の家屋被

害情報、堤防決壊・越水箇所などの浸水被害情報は地域における

防災及び減災に有効であるにも関わらず、ハザードマップには、

過去の著名洪水による浸水被害の情報が記載されていない。 

 

1.1.3 避難に関する情報の課題 

避難にあたって、ハザードマップなどの事前情報に加えて災害

時に発信される情報を適切に把握し判断する必要がある。また、

事前情報とリアルタイム情報はともに重要な役割を果たす。しか

し、日頃からの事前情報により洪水や水防などに備えておき、洪

水発生時のリアルタイム情報により現状を適切に把握するとと

もに、適切な行動を選択することが十分にできていない。 

 

(1) 事前情報とリアルタイム情報の組み合わせが不十分 

住民自身が自律的に避難判断をするためには、災害時の状況や

避難勧告などのリアルタイム情報とハザードマップや既往の災

害実績などの事前情報を個々に利用するだけでなく両者を適切

に使い分けあるいは組み合わせることにより「どのような危険が

あるのか」「どの程度の危険が迫っているのか」を知り、避難の

是非や方法を判断する必要がある。しかし、これまで二つの情報

の適切な利用方法が確立されていない。前述のとおり、それぞれ

の情報に課題がある上に、これらの情報の適切な利用に関する基

礎知識が住民に周知されていない。 
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1.2 適切かつ迅速な避難に関する課題 

1.2.1 避難場所、避難経路に関する課題 

避難場所が浸水想定区域内に設定されている場合が見られ、今

回の災害時でも一部の避難場所が浸水した。また、避難経路が浸

水し避難を断念した住民もいた。 

避難経路においても、谷など側面からの出水によって歩行中に

流されたり、崖崩れが発生したり、また、路面浸水のために避難

経路に隣接した側溝が見えなかったことによる転落が発生する

等、避難行動そのものにおいて危険な事態が発生することが把握

されていなかった。 

 

(1) 浸水想定区域内に設定された避難場所 

これまでの避難場所の設定においては、地震・火災などの水害

以外の災害も想定されているため、浸水想定区域内に避難場所が

存在する場合もある。このような避難場所は、浸水したり、避難

場所への到着が困難であった。 

 

(2) 豪雨時やはん濫時における周辺地形・避難経路の危険性が把

握できていない 

ハザードマップには、浸水区域および浸水深、災害時の避難場

所が記載されているものの、浸水時に避難可能な経路や、豪雨時

において、窪地や地形勾配が急な箇所といった周辺地形等に起因

する危険箇所、はん濫開始地点や地形の特徴によるはん濫流の拡

がりの違い、はん濫流の流速や流れがもたらす力など、適切な避

難を行うにあたっての必要な情報が記載されていない。今回の災

害では避難途中に被災したり、避難時に危険を感じたという事例

があった。 

今回の災害では、浸水のために避難途中で道路と側溝との境を

確認することができず避難の危険性を感じた等、普段使用してい

る生活道路等でも災害時には危険な箇所となり得るという事実

が確認されている。災害時の状況を想定しながら平時よりまちの

状況を観察していれば、回避できたリスクがある。 
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1.2.2 災害時の避難や防災の行動手順に係わる地域での課題 

住民が避難行動するための手順が設定されている地域とそう

ではない地域がある上に、手順どおりに実行されていない可能性

もある。 

また、高齢化の進む地域では、災害時要援護者の避難支援は困

難である。 

 

(1) 避難や防災の行動手順が確立されていない地域が存在 

住民の避難行動には、避難勧告を聞いてから避難する場合と、

住民自身でリアルタイム情報を利用して目安に基づき自主的に

判断し避難する場合とがある。 

防災意識には地域差があり、避難を開始するための雨量や水位

といった目安や、その目安に基づき、いつ、どこに、だれと、ど

のように避難するという避難の行動手順などが確立されていな

い地域もある。 

なお、目安や行動手順の熟度や住民の習熟度が低い場合には、

災害時の危険性をさらに高める可能性がある。 

 

(2) 高齢者を含む災害時要援護者に対する避難支援が困難 

住民が、高齢者比率が高い地域では、災害時における要援護者

の比率が高いために避難を支援する人材が不足しており、災害時

要援護者の避難が困難である。 

 

1.3 防災意識の課題 

災害時に避難することを決断したきっかけとして、近隣住民や

自治会等、他からの呼びかけにより決断した割合が約 65%(宍粟市

被災者アンケート結果）と高く、自らの判断によらない他律的な

避難が多い状況となっている。また、住民が水害時の危険を十分

認識していないことが、避難途中に被災を生じさせた。 
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(1) 防災意識の課題 

① 住民の自主的な避難判断が困難 

今回の災害では、自治会や近隣住民の呼びかけで避難を決断し

た割合が高かったことから、避難の是非を判断する際には、地域

の組織的防災力が重要な役割を果たしていたことが明らかであ

る。一方で、自身や自身の家族が避難を決断した割合は低く、他

律的な避難の割合が高かった傾向が見られた。 

また、防災訓練を経験した住民でも、災害時には自身の避難判

断においてその成果を生かすことができず、避難行動に反映され

ていない場合があった。 

 

② 水害の危険性に関する住民の認識が不十分 

今回の災害では避難途中における被災がいくつか発生した。浸

水開始後の避難や、避難途中で初めてはん濫流への危険を感じた

事例が見られることから、水害の危険性に関する住民の認識は不

十分であることが明らかとなった。 

 

1.4 水防活動の課題 

全国の水防団の実態を見ると、水防団員数および 30歳未満の団

員の占める割合が年々減少する一方、60 歳以上の団員が占める割

合が増加しており、水防活動の充実を図るために次世代の人材育

成が急務の状況となっている。この状況は、自主防災組織や消防

団にも見られる傾向である。 

 

(1) 地域防災を担う人材不足、地域の水防意識の低下 

水防団員数の減少、団員の高齢化による機動力不足、サラリー

マンの団員の増加による迅速な参集困難、実践経験の不足等によ

り、水防団本来の機能を発揮しにくい状況となっている。地域に

おける水防意識が低下し、実践経験が不足していることから、水

防活動に必要な知識・技能の伝承・習得が次第に困難な状況とな

りつつある。 
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1.5 河川整備の課題 

治水安全度の低い河川中上流部においては、超過洪水により、

堤防の決壊や護岸の破損がさらに発生しやすい。今回の洪水では、

越水による裏法洗掘等による堤防の決壊や護岸の破損、谷部全体

でのはん濫流の発生、流木、流出土砂の堆積等による河積阻害が

生じた。 

 

(1) 超過洪水に対する課題 

① 裏法洗掘等による堤防や護岸の破損・決壊による被害が発

生 

これまでの河川整備では、計画規模に対して築堤・河道掘削・

護岸・橋梁改築等を実施してきている。しかしながら、今回の洪

水では、越水による裏法洗掘等による堤防の決壊や護岸の破損に

より、重大な被害が発生した。 

 

② 谷部全体でのはん濫流の発生や、流出した流木、土砂によ

る河積阻害 

千種川流域はＶ字谷地形である等、中山間地域の特性による谷

部全体でのはん濫流が発生した。また、山腹の崩壊や渓流から河

道に流出した流木が橋梁に集積したり、流出した土砂の堆積によ

る河床埋塞により河積阻害が生じたりしたことが、地域の浸水被

害を助長する要因となっていた。 
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第2章 局地的豪雨による被害の軽減に向けた対応方針 

局地的豪雨は各地で発生している。これらの出水の特徴は、限定

的な範囲に強い雨が降り、水位が短時間で上昇するといった、これ

までの経験と異なるものである。 

 被害軽減にあたっては、従来の災害実績の分析及び経験に基づい

た対応を考えるのみならず、各地で発生している局地的豪雨の情報

を収集し、その特徴を十分理解した上で対応することが重要である。 

 

2.1 有効な河川情報及び防災情報の改善に関する対応方針 

2.1.1 リアルタイム情報の改善に関する対応方針 

(1) 観測体制の改善 

① 一部の観測施設が被災して機能停止に陥ってもデータの収

集を可能とするシステムの構築 

雨量・水位等の観測施設が災害時に被災した事例を調査し、そ

の原因を解消するための対策を講ずる。また、たとえ一部の観測

施設が被災しても、他の観測施設のデータによって欠測値を補う

ことや観測施設の多重化を進めることが有効である。 

 

② 浸水に強い防災拠点の構築 

避難勧告や避難指示の発令に必要となる河川情報等を確実に

把握できるように、災害対策本部等の防災拠点を浸水させないこ

とは不可欠である。そのために、防災拠点は、浸水しない立地条

件で耐水性構造のある建物に構築することが重要である。たとえ、

防災拠点を設置した建物が浸水等により被災した場合でも、本来

の機能を発揮でき、壊滅的な被害とならないような構造とするな

どの工夫が重要である。また、防災拠点の代替施設を複数箇所整

備していくことも考えられる。 

 

③ 地域連携による浸水・被害情報の収集 

浸水・被害状況を行政側だけで把握することは困難であること

から、住民等から身の回りの浸水・被害状況等に関する情報提供

を受けるなど新たな情報収集の仕組みを整備することも有効と
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考えられる。この際には、地域住民等が利用可能な伝達方法・情

報媒体により協力を得ることが重要である。 

 

(2) 河川情報等の受け手側に配慮した情報提供 

① 受け手側が入手及び利用しやすい河川情報の提供 

リアルタイム情報の受け手側にとっての利便性を向上するた

めには、情報の入手・利用方法を簡素化し、容易にすることが必

要である。 

また、河川管理者が発信するリアルタイム情報を住民自身が入

手し、避難に有効に利用することが重要である。このため、河川

のリアルタイム情報の入手及び利用方法を受け手側へさらに効

果的に広報し、認識の向上を図る。 

 

② 多様なツールによる河川情報の提供 

適切かつ迅速な避難を行うためには、停電時等、情報伝達手段

に不測の障害が発生した場合にも、河川情報を全ての当該地域・

住民に適切に提供する必要がある。また、誰もが容易に入手でき

るように、1つのツールだけでなく多様なツールにより河川情報

を提供する必要がある。特に、 新の情報伝達機器の取り扱いに

不慣れな人々にも確実に入手できる伝達ツールを含めて様々な

手段により情報を提供する必要がある。 

また、災害の危険性を容易に認識するために、視覚情報など五

感に伝える河川情報を提供することも必要である。 

 

③ 道路管理者との情報共有、連携した情報の提供 

災害時における道路の通行状況、浸水情報などについて、道路

管理者と情報を共有し、連携した対応を図るため、道路通行車両

への情報提供のあり方を検討することが重要である。 
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2.1.2 事前情報の提供に関する対応方針 

(1) ハザードマップ等の改良 

① 目的に応じたハザードマップの作成 

使用目的に応じて、ハザードマップに掲載する情報は異なる。

河川管理者は流域全体の状況を確認する必要があり、地方自治体

は、自らのまちの状況を細かく確認する必要がある。 

また、住民は避難行動にハザードマップを利用するため、自宅

や勤務地等から避難場所までの経路に関する詳細情報を知って

おく必要がある。 

この様に使用者の属性と使用目的に応じた情報を含みそれに

応じた縮尺を有するハザードマップを作成する必要がある。 

 

② 浸水想定を検討していない地域の明示と浸水想定区域の拡

大 

浸水想定区域図は、水防法で義務づけられている河川やはん濫

した場合に被害が大きいと予想される河川を対象として作成さ

れているものの、上流部の流域面積が小さな支川では、浸水想定

区域図の作成に必要な情報が不足しているために浸水想定が行

われずハザードマップに浸水想定区域及び浸水深が記載されて

いない地域がある。こうした地域では、洪水による浸水が生じな

いと誤解されるおそれがある。このため、浸水想定を検討してい

ない区域と検討した結果浸水しない区域とを分けて明示し、浸水

による危険性があることを住民に周知することが重要である。 

また、浸水想定対象の河川をさらに拡大して、浸水想定区域図

の作成を一層推進していく必要がある。 

  

③ 過去の浸水被害の周知 

過去の被害情報・史実を収集してとりまとめ、ハザードマップ

や現地に実績の浸水深を表示するなど様々な方法で住民に周知

することによって、防災・減災のための活動に役立てる。 

また、浸水実績図の作成、住民の被災体験情報の集約・整理、

災害記録誌等の作成を行い地域住民へ災害記録を伝承していく



 14

ことも重要である。 

 

④ ハザードマップの認識の向上 

住民のハザードマップに対する認識を高めるためには、住民が

日常において目を通す諸情報とともに一体表示するなど、ハザー

ドマップの日常性を高め、捨てられない、忘れられないハザード

マップに改良する必要がある。 

また、ハザードマップは配布だけではなく、その利用方法を住

民に周知することが重要である。 

 

2.1.3 避難に関する情報の対応方針 

(1) 事前情報とリアルタイム情報の適切な利用 

① 事前情報とリアルタイム情報の適切な利用方法 

適切かつ迅速な避難にあたっては、住民自身が、日頃からの事

前情報により洪水や水防などに備えておき、洪水発生時のリアル

タイム情報により現状を適切に把握するとともに、適切な行動を

選択することが重要である。 

 

2.2 適切かつ迅速な避難に関する対応方針 

2.2.1 避難場所、避難経路に関する対応方針 

(1) 避難場所、避難経路の適切な設定 

① 浸水区域及び浸水深を考慮した避難場所の設定 

住民が安全に避難するためには、浸水しない避難場所、避難経

路を設定することが必要である。このため、地震・火災などの災

害だけを想定するのではなく水害への対応を考慮し、浸水想定区

域の拡がりおよび避難場所、避難経路の浸水状況を考慮したうえ

で、避難場所、避難経路の設定を実施することが必要である。 

 

② 周辺地形、避難経路の危険性を把握する取り組み 

住民が安全に避難するためには、災害時において実際に避難可

能な経路、周辺地形等が原因による災害時の危険箇所を事前に把

握してその危険性を評価し、その情報を当該地域の住民が理解す
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る必要がある。 

安全な避難経路や周辺地形等の危険箇所を把握するために、日

常のまちの状況や避難時の危険性を想定しながら当事者である

住民自身が地域を踏査して地域内の安全性・危険性を評価する試

みが有効と考えられる。住民自身の情報を集約しこれをハザード

マップとしてとりまとめることによって、避難の当事者が有効に

利用できる機能性の高い事前情報が整備される。 

 

(2) 安全な避難行動への取り組み 

安全な避難行動を行うためには、避難に関する情報や指示に従

って早めに避難を開始することが前提ではあるが、やむなく、浸

水が始まってから避難を行わなければならない場合や、豪雨時の

夜間における避難の場合などでは、避難時のリスクを極力回避す

る必要がある。このため、水中歩行による避難時の遭難のリスク

や、夜間においては視界不良による側溝への転落のリスクを回避

するため、2階以上へ垂直に避難するなどといった考え方を整理

し、事前情報として、住民がこの考え方と合わせて避難の判断を

可能にする情報を提供することが重要である。 

なお、ある程度浸水が進んだ状況での流水中を避難することは

避けるべきである。 

 

2.2.2 災害時の避難や防災の行動手順に係わる地域での対応方針 

(1) 避難や防災の行動手順の確立 

① 地域ごとの避難や防災の行動手順の確立 

住民が安全に避難するためには、地域の地形、世帯数、年齢構

成、コミュニティの形成状況などの特徴に応じて避難判断の目安

や避難に必要な連絡体制、住民の役割分担を明確にすることが必

要である。 

また、地方自治体が発令する避難勧告等の内容について住民が

正しく理解するとともに、とるべき避難行動を普段から住民に周

知することが必要である。 
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② 災害時要援護者に対する避難体制の整備 

河川情報や避難情報などの入手が困難な上に、自身による避

難行動が困難な災害時要援護者への支援を行政だけが担うこと

には限界がある。避難行動においては、自助、共助、公助が一

体となって、行政、地域の組織、個人それぞれが相互に補完す

ることが重要であり、三者の連携をもとに避難体制を整備する

ことが必要である。 

 

2.3 防災意識の向上のための対応方針 

(1) 地域における防災総合力の向上 

行政の力だけで、地域を水害から守るのは難しいことから、行

政機能と地域防災力とが連携した防災総合力を高め地域を守る

必要がある。このため、まずは住民個々の防災意識を高め、「他

律的な避難」から「自律的な避難」への意識改革を図るとともに

実践的な防災訓練や水害の危険性や水防の重要性を学ぶ防災教

育を実施することが重要である。 

特に、限定的な範囲に強い雨が降り、水位が短時間で上昇する

局地的豪雨の特徴を十分に理解し、兆候が現れたり情報を入手し

たりした場合は、すみやかに住民が対処できるように普段から注

意喚起など広報活動を行うことが重要である。 

 

2.4 地域の水防活動を改善するための対応方針 

(1) 地域防災を担う人材の育成および人員の確保、水防意識の向

上 

地域防災にあたっては、住民一人ひとりが水防の意義および重

要性を理解し、災害時に水防の知識・技能が発揮できるように水

防演習や水防講習会を実施することが重要である。 

また、地域の高齢化により地域防災を担う人員が不足し、高齢

者が地域防災に関わる比率が増している地域においては、企業や

NPO 等による水防への協力体制の構築が重要である。 
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2.5 河川整備の対応方針 

(1) 超過洪水対策の推進 

① 少しでも壊れにくい堤防整備 

河川と山に挟まれた狭い範囲に集落がある中山間地域では、堤

防が決壊すると集落全域が短時間に浸水する可能性があること

から、地形や河川の特性を考慮し、人家の多い集落の近傍などで

は、必要に応じて、越水した場合でもできるだけ堤防が壊れにく

く、壊れるまでの時間を遅らせる整備を実施することが重要であ

る。 

また、堤防の決壊または越水により発生するはん濫流の流速を

弱め、堤防付近の家屋被害を軽減させる取り組みも重要である。 

 

② 流域一体となった取り組み 

超過洪水により、壊滅的な被害が発生しないように、堤防整

備だけでなく、地区毎の土地利用を鑑み、効果的に建築物等を

中心に守る対策及び、土砂・流木の流出対策等の流域一体とな

った取り組みを実施することが必要である。 
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第3章 具体的施策 

第 2 章で整理した対応方針に対して、全国各地の事例を参考に具

体的な施策を提案した。 

台風第 9 号のような局地的豪雨は、これまでにない雨の降り方や

水位の上昇の仕方など過去の災害と異なる特徴を有することから、

過去の被災例や実績のみならず、各地での事例を参考に、さらなる

注意を住民に呼びかけていくべきである。このため、今後とも、局

地的豪雨による被害と災害対応等については、幅広く事例の収集と

分析を行い、対処方法を検討する必要がある。 

 

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 

3.1.1 リアルタイム情報の施策 

(1) 観測体制の施策 

① 観測施設の補強、多重化 

観測を確実に継続するため、観測施設が浸水した場合でも、テ

レメータ設備・記録装置などの機器類を浸水しない高さに設置す

る必要がある。また、流水中に設置された水位センサーが流木等

により損傷する危険性があるため、H形鋼等による保護工を設置

するなど補強を行う必要がある。 

なお、観測施設が被災した場合でも、他の観測施設で取得され

たデータを用いて欠測値を補完するための方法を予め検討し整

理しておく必要がある。さらに、観測が確実に継続できるように

洪水や水防の予警報を担う基準観測所などの重要な観測施設に

ついては、観測機器等の多重化を進める必要がある。 

 

② 防災拠点の耐水化及びネットワーク化 

非常用電源施設や各種通信機器を設置している災害対策本部

等の防災拠点は、想定される浸水位より高い場所に移設する必要

がある。 

防災拠点が被災した場合でも、代替施設で避難勧告や避難指示

の発令が出来るように市町村合併後の支所等を利用した防災拠

点のネットワーク化を進める必要がある。 
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③ 浸水モニター制度等の地域住民等と連携した情報把握 

浸水・被害状況等の確実な情報を早期にかつ広範囲に収集して

災害の状況を把握するためには、事前にモニター登録した地域住

民から「降雨状況」や「浸水状況」について携帯電話等により行

政に報告してもらう浸水モニター制度を活用していくことが必

要である。また、専門知識を活かして詳細な洪水や被害の情報を

把握することが可能である水防団、防災エキスパート、樋門・排

水ポンプ操作員等の人材を活用する方法を検討する必要がある。 

その他にも、24 時間営業するコンビニエンスストア、地域の

地理に詳しいタクシー組合等の民間企業と連携し、身近な浸水・

被害状況等を把握することも検討しなければならない。さらに、

インターネット掲示板などを通して幅広く住民間で情報を交換

し共有できるソーシャルネットワーキングサービスを活用した

情報収集についても進めていく必要がある。 

 

(2) 送り手側・受け手側の施策 

① 河川情報のポータルサイト化 

河川情報が関連する全河川管理者から発信されているが、1つ

のサイトで全ての情報を一覧できるようなポータルサイトを作

成し、住民が情報を入手する際の利便性を向上するべきである。

また、自宅や勤務地等に関係する必要な河川情報を入手しやすく

するため、受け手側がサイトに利用登録することで、必要な河川

情報をメールで通知するシステムや、ポータルサイト内でも河川

情報を郵便番号や住所等から検索できるシステムが必要である。 

また、河川管理者が提供する河川情報に関して、受け手側に

より広く河川情報入手方法を周知し、避難行動に利用できるよ

うに、防災に関するイベント等での映写による説明やパンフレ

ット、広報誌、洪水ハザードマップ等の配布及び説明など様々

な情報媒体により、受け手側に伝達するべきである。 

 

② マスコミ等多様な情報源を利用した河川情報の提供 

適切かつ迅速な避難を行うにあたっては、停電した場合でも使
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用できるラジオや携帯電話により河川情報を提供する必要があ

る。 

また、多様なツールとして、幅広い年齢層が利用できる地上デ

ジタル放送、ケーブルテレビなどのマスコミを利用した迅速かつ

確実な河川情報等の提供、地方自治体で整備した防災無線、光フ

ァイバーを利用した音声お知らせ装置、災害対応型自動販売機、

情報板等の既存の通信システムを利用した多角的な情報提供を

実施する必要がある。 

また、住民は河川の増水状況などをいち早く知る必要があるこ

とから、河川のライブ映像とリアルタイム水位が示された河川の

横断面図とを一体的に表示するなど現行の河川情報表示方法の

改良が必要である。 

特に、地上デジタル放送は、データ放送によって、河川等に設

置した CCTV カメラを利用したライブ映像を映し出すなど、きめ

細かな河川情報を提供することが可能であり、防災に役立てる方

策をさらに検討すべきである。 

 

③ 道路管理者と連携した情報の提供 

河川管理者と道路管理者とが情報を共有するために双方向の

情報伝達網を構築するとともに、道路の冠水情報を提供するため

の道路情報表示板や注意喚起看板を設置する必要がある。 

また、カーナビゲーションシステムへの道路の冠水浸水情報等

の提供も考えられる。 

 

3.1.2 事前情報の施策 

(1) ハザードマップ等の周知に関する施策 

① 目的に応じたハザードマップの作成 

ハザードマップの作成に用いる地図の縮尺は使用目的に応じ

て適切に設定する必要がある。河川管理者は、河川水系を総括的

に把握しなければならないため、浸水区域及び浸水深を記載した

1/25,000～1/50,000 程度の縮尺が適切であり、地方自治体は、

管轄地域の詳細状況を把握するため、浸水区域及び浸水深や危険
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箇所などを記載した 1/10,000～1/15,000 程度の縮尺が適切であ

る。 

また、住民は避難時の危険箇所等を把握するため自宅や勤務地

などの位置、避難場所、避難経路、周辺地形等による危険箇所な

どを記載した 1/1,500～1/3,000 程度の縮尺の住宅地図等が有用

である。 

 

② 浸水想定をしていない河川におけるハザードマップの作成 

浸水の危険性があるにも関わらず情報が欠如しているために

浸水想定区域図が作成されていない地域については、未作成であ

ることをハザードマップに明示して、未作成の範囲に着色するな

どハザードマップの改良を行う必要がある。 

また、今後は浸水想定区域図の作成対象河川を拡大し、浸水想

定区域図の作成を進めていく。 

 

③ まるごとまちごとハザードマップ等の推進 

浸水実績図の作成、公表及びハザードマップ等に過去の著名な

災害における実績の浸水履歴を記載する必要がある。 

また、過去の災害時の実績浸水深や避難場所への経路を示す標

識を地域の要所に設置する「まるごとまちごとハザードマップ」

の取り組みについても実施するべきである。 

標識の作成及び設置にあたっては、子供や高齢者、外国人など

対象者を明確にし、事前に住民の方の意見を聞く等により効果的

な標識とするための工夫が必要である。 

また、河川管理者、地方自治体の防災担当者、地域住民が合同

でまち歩きを行い、住民が普段の生活の中で目に着く場所や移動

中の車両からでも確認できる場所など、効果的な設置場所を選定

することが重要である。その際には、民家への標識を設置するこ

とも必要である。 
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④ 日常の生活に密着したハザードマップの作成 

ハザードマップの認識を高めるためには、住民が日常生活にお

いて目を通すゴミの日カレンダーなど生活情報と一体化したハ

ザードマップを作成することや、日常生活で利用し、目に付きや

すい自治会等の地域の掲示板、公民館、スーパーマーケット、コ

ンビニエンスストア等で掲示するなど、ハザードマップを日常生

活に密着させ一体化するべきである。 

ごみの日カレンダーへのハザードマップ掲載にあたっては、表

面に裏にハザードマップが掲載されていることを分かるように

記載するなど、日常の生活に埋没しないような工夫が必要である。

また、ハザードマップを作成する際は、基図のサイズを自治会ご

とにするなど住民にとって使いやすいハザードマップを検討す

べきである。 

しかしながら、地方自治体にとっては、作成数の増加は負担に

なることから、自治会等住民の協力が必要である。 

また、多数の住民が集まる防災に関するイベントでのハザード

マップの機能や役割などの紹介、防災に関する市民参加ワークシ

ョップ等の開催、ハザードマップを利用した避難経路を確認する

防災訓練を実施し、ハザードマップへの認識を高めることも必要

である。なお、ワークショップ等の開催にあたっては、ハザード

マップを周知するだけでなく、ハザードマップに記載されている

情報の読み取り方と利用方法、河川のリアルタイム情報から何を

取得し、避難行動に利用していくかなどについて、住民や行政職

員が話し合う場とすることが大切である。 

 

3.1.3 避難に関する情報の施策 

(1) 事前情報とリアルタイム情報の組み合わせの施策 

① 情報の具体的な利用の仕方を周知 

災害時の避難情報としては、雨量・水位等の河川情報、水防警

報・洪水予報や気象予警報等のリアルタイム情報が各河川管理者

等から個別に情報発信される。また、平常時からの事前情報とし

ては、浸水想定区域図、ハザードマップや浸水実績図がある。 
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これらの情報は、いずれか一方だけでは、避難の是非や方法を

適切に判断することが難しく、両者を適切に利用して避難行動の

判断に供する必要がある。これらの情報を使いやすくするため、

各河川管理者毎で個別に発信しているリアルタイム情報を1つの

サイトですべての情報が見られるように、ポータルサイトを作成

し利用方法を明らかにするとともに情報を入手しやすくする。ま

た、事前情報についても浸水実績の併記や利用目的に応じた縮尺

版を作成するなどハザードマップの性能を向上させる。さらに、

事前・リアルタイム情報の適切な利用方法を紹介し、安全で適切

な避難行動を実現するための方法を周知する。  

 

② ハザードマップや「まるごとまちごとハザードマップ」等へ

の QRコード等の掲載 

浸水区域や浸水深、避難場所等、避難に要する情報が記載され

たハザードマップや「まるごとまちごとハザードマップ」等に、

当該地域に関係する河川情報が容易に入手できる QRコードやリ

アルタイム情報の入手先のアドレスや QRコードを掲載するべき

である。また、その利用方法について、地方自治体の広報誌等を

活用し住民に周知することが効果的である。 

 

3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 

3.2.1 避難場所、避難経路の改善施策 

(1) 安全で安心して利用できる避難場所、避難経路の設定に関す

る施策 

① 浸水区域および浸水深を考慮した避難場所の設定 

航空レーザ測量のデータを用いるなど、より詳細な地形を反映

したはん濫シミュレーション等により、避難場所、避難経路の浸

水深を評価し、浸水を回避できる避難場所、避難経路を設定する

必要がある。また、避難場所、避難経路が浸水により利用できな

いことが想定される場合は、浸水区域および浸水深、はん濫流の

拡がりや速度、危険箇所の所在を踏まえ、高台・中高層のコンク

リート建造物等への一時避難を含む、災害時に利用できる避難場
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所、避難経路を新たに設定する必要がある。 

 

(2) 避難時の危険箇所の認識に関する施策 

① マイ防災マップの作成 

住民が避難行動に利用するハザードマップを作成する際には、

住宅地図（1/1,500～1/3,000 程度）のように個々の建物や地域

の状況が具体的に分かる縮尺を用いて避難経路の危険性、土地の

高低差、勾配など地形の特徴等をハザードマップに記載する必要

がある。 

さらに、災害時に危険となる箇所や、避難経路の危険性を事前

に把握するためには、地形の特徴、想定される浸水範囲や浸水深、

過去の災害の状況等の情報と危険な箇所等に関する伝承や経験

に基づいた住民の知見など防災に役立つ情報もハザードマップ

を基図に分かりやすく記載する必要がある。このため、地域住民

と河川管理者、地方自治体の防災担当者が一緒にまちを歩き、避

難経路や避難場所の安全性、地形的に低いところや危険な水路等

の避難に必要な情報を確認し、できるだけ安全の確保に向けて改

善を図るとともに、これらの情報に避難や防災に役立つ情報を加

えてアイコンを使用するなど解りやすく記載した地区毎の防災

マップ（以下、「マイ防災マップ」という）を住民主体で作成す

る取り組みを実施すべきである。 

マイ防災マップの作成にあたっては、対象者（Who）、記載内容

（What）、時点（When）、範囲（Where）、目的（Why）、使用方法（How）

の 5W1H を明確にすることが重要である。 

国や地方自治体、NPO 団体等は、作成過程における必要な情報

や防災に関する知見などをの提供、作成作業やまち歩きの際の積

極的な助言等を行うことで、より円滑かつ効率的にマイ防災マッ

プを作成することが可能となる。 

また、マイ防災マップは住民自身が主体となり作成していくこ

とから、途中のプロセスにおいて、避難の手順、避難に必要な情

報等を学ぶことができるため、地域に応じた班編成、まち歩きの

複数回実施等により、多くの人が参加できるような工夫が必要で
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ある。さらに、マイ防災マップの作成を通した住民間でのコミュ

ニケーションが地域コミュニティの強化にも繋がる。 

日常のまちを歩き、まちの状況を新たに認識する取り組みとし

ては、歩きながら、自ら、または、まちの人に聞きながら地域の

危険箇所や、災害の時に役立つものを探す「防災タウンウォッチ

ング」や、地域の環境等を知る「グリーンマップ」を用いる方法

が有効である。なお、まち歩きについては、日中と夜間でまちの

見え方が大きく異なることから、日中と夜間の両方で実施するこ

とが重要である。 

 

(3) 安全な避難行動に関する施策 

① 緊急的な垂直避難の検討 

緊急的な垂直避難を検討するにあたっては、はん濫流による家

屋倒壊の可能性、避難場所に避難せずに自宅や勤務地などに留ま

った場合の 2階以上への浸水の可能性、避難時に浸水によって歩

行による避難が困難となる区域の拡がり、自宅や勤務地などが土

砂災害に遭う可能性等のはん濫域のリスク分析が重要となる。や

むなく浸水が始まってから避難を行わなければならない場合な

ど、避難するにあたり危険な状況下においては、提供される浸水

情報等を基に、水中歩行による避難が困難となると想定されれば、

家屋における倒壊の可能性、2階以上の浸水の可能性、土砂災害

の可能性を確認した上で、安全であれば、緊急的に自宅や勤務地

などの 2階への垂直避難も考えられる。 

これらは、緊急的な避難を考える上での指標であることをマイ

防災マップの作成過程や出前講座等で住民に周知するべきであ

る。 

なお、安全な避難方法を判断するためには、はん濫流の流速情

報が必要であるが、住民が普段利用している単位（秒速表示[m/s]

を時速表示[㎞/h]にするなど）で表現し、分かりやすくする必要

がある。 
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3.2.2 災害時の避難や防災の行動手順に係わる地域での施策 

(1) 地区ごとの避難や防災の行動手順の確立に向けた施策 

① 地区版防災計画の作成 

マイ防災マップを作成する検討会等において、住民自身が、災

害伝承や被災経験に基づく避難の目安、行政から提供される洪水

予報等に基づく避難判断の目安、避難勧告等の避難情報等を整理

し、避難の是非や避難の行動手順を事前に設定しておく必要があ

る。さらに、避難を判断する目安となる雨量や水位の情報に応じ

た具体的な避難方法や住民間の連絡体制を適正かつ具体的に設

定することも必要である。 

なお、具体的な避難手順については、過去の災害経験より定め

た自主避難の目安や避難場所までの距離関係を踏まえ、自治会内

での話し合いにより、決定することが重要である。そして、これ

らを記載した地区版防災計画を作成し、マイ防災マップとあわせ

て、住民に提供・配布する必要がある。マップと手順の両方が揃

って、安全の確保が可能となる。また、これらの取り組みにより、

災害時の知見や対応を地域で継承しやすくなり、地域の防災総合

力の向上に資する。 

 

② 地区版防災計画に災害時要援護者に対する避難支援体制を

明記 

災害時要援護者の避難にあたって、地域の状況に即した自

助・共助・公助の具体的施策を明確にし、支援担当者とその役

割分担をあらかじめ決定した上で地区版防災計画にも記載する

必要がある。 

災害時要援護者の避難支援にあたっては、自治会内で、話し

合いを行い、災害時要援護者の確認および支援に関する事前の

役割分担を定めておくことが重要である。なお、災害時要援護

者情報については、個人情報を含むことから取り扱いに注意が

必要である。 
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3.3 防災意識の向上に関する具体的施策 

(1) 防災意識の向上の施策 

① 地域の防災総合力の向上 

水害から地域を守るために防災総合力を 大限に発揮し、自律

的で適切な避難判断と避難行動を実現するためには、水害体験談

集の作成・配布や災害の語り部による出前講座の実施など、過去

の災害を風化させない取り組みや、ハザードマップ及びマイ防災

マップ、地区版防災計画を活用し、災害時要援護者の避難支援等

を含む実践的な防災訓練等を実施するべきである。 

また、まるごとまちごとハザードマップのように過去の災害時

の実績浸水深や避難場所への誘導情報を表示した標識を地域に

設置することや住民が主体となってマイ防災マップや地区版防

災計画を作成することにより、地域の防災意識を高めていくべき

である。さらに、中長期的な視点からは、次世代を担う子どもや

若年層を対象とした防災教育・啓発の試みも不可欠であり、マイ

防災マップづくりを通した川の防災教育が有効である。 

 

3.4 水防活動の充実に関する具体的施策 

(1) 水防活動を充実させる施策 

① 地域防災を担う人材の育成・人員の確保 

水防団員一人ひとりが水防の意義および重要性を理解し、水防

意識をさらに向上させて、知識・技能を習得し後進への確実な伝

承を図ることが重要である。そのため、水防団、消防団、防災エ

キスパート、行政の OBなど、水防関係の業務経験を有し、水防

知識・技能の伝承・指導を行う水防専門家による水防講習会や水

防演習を実施する必要がある。また、水防に関する専門的な知識

や経験がなくとも家庭あるいは個人でも可能な簡易水防工法を

水防演習に取り入れて、水防団員以外の住民が体験することによ

り住民への水防知識の普及と意識向上につながることが期待さ

れる。 

さらに、社会の年齢別人口構成変化とともに、水防団員の高齢

化や減少が進んでいるため、水防協力団体制度を活用した NPO
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との連携や、地域企業等との協力体制を構築し、地域防災を担う

人員の確保を図る必要がある。 

 

3.5 河川整備の具体的施策 

(1) 超過洪水に対する施策 

① 堤防の質的強化 

水衝部、旧河川跡、堤防決壊の実績がある箇所等、堤防決壊が

懸念される箇所については、超過洪水による越水を想定して、堤

防決壊しにくい、あるいは堤防決壊に至るまでの時間をできるだ

け長くして人的被害を軽減する取り組みが望まれる。堤防整備と

して、巻堤や断面の拡大等により、堤防の耐久性を向上させる効

果が期待される。ただし、一般の堤防区間において越水に対する

耐久性を保証できる築堤技術は、現時点で開発されていないため、

今後、さらなる研究と新規の技術開発が必要である。 

また、はん濫流による堤防付近の家屋被害を軽減するためには、

はん濫流の勢いを弱める効果がある水害防備林が有効であると

考えられる。 

 

② 輪中堤などの流域対策の推進 

超過洪水が発生した場合において、被害を軽減する対策とし

て輪中堤、二線堤などの整備が有効である。また、住民自ら対

策を行う必要もあり、家の床を高くしたり、防水機能のある壁

を設置する耐水性建築等の取り組みについても有効である。 

今回の災害では山腹の崩壊や渓流からの流木、流出土砂の堆

積による河床埋塞により流下阻害が発生したことから、重大な

被害に繋がる山林からの土砂・流木の流出による流下阻害を防

ぐため、森林、砂防施設を整備するとともに森林の保全を行う

ことが有効である。なお、保全にあたっては、地域住民と連携

を図り、「里山砂防」を実施する取り組みが有効である。 
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おわりに 

これまでの検討会の審議の結果や社会実験の成果を踏まえ、台風

第9号災害を踏まえた課題、局地的豪雨による被害の軽減に向けた対

応方針ならびに具体的な施策について、提言(案)をとりまとめた。 

今後は、提言（案）をもとに、局地的豪雨による被害軽減に向け

た具体的施策を他地域へ普及・展開していくために、積極的に関係

者へ協力、連携を呼びかけるとともに、地域と一体となった対策を

進めていくことで、水害に強い地域づくりを目指していく必要があ

る。 
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◯◯自治会防災計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯◯自治会自主防災会 

 

 

地区版防災計画の一例 
目次と一部内容の抜粋 



 

 

－ 目  次 － 

 

1.本防災計画書の目的----------------------------------------------P. 1 

2.作成日（更新日）------------------------------------------------P. 1 

3.行政から発令される情報と情報伝達方法、住民の皆さんがとるべき行動 

（宍粟市提供情報）----------------------------------------------P. 2 

3.1 市、気象庁より発令される避難情報等の伝達経路---------------P. 2 

3.2 洪水時に発令される警報等と住民の皆さんがとるべき行動-------P. 2 

①気象台より発令される警報（注意報）と住民がとるべき行動------P. 2 

②市より発令される避難情報と住民の皆さんがとるべき行動--------P. 3 

3.3 地震発生時に発表される警報等と住民の皆さんがとるべき行動 --P. 5 

①気象庁より発表される緊急地震速報と 

住民の皆さんがとるべき行動--------P. 5 

②地震発生時に住民の皆さんがとるべき行動----------------------P. 6 

3.4 各種情報の入手先および入手できる情報-----------------------P. 7 

4.災害への備え（宍粟市提供情報）----------------------------------P. 8 

4.1 自分で行う災害への備え-------------------------------------P. 8 

4.2 「大雨が降り出した！」「台風が接近している！」ときは -------P. 9 

5.避難時の心得（宍粟市提供情報）----------------------------------P.10 

5.1 洪水時-----------------------------------------------------P.10 

5.2 地震発生時 ------------------------------------------------P.11 

6.緊急連絡先（宍粟市提供情報）------------------------------------P.13 

6.1 防災関係---------------------------------------------------P.13 

6.2 医療機関---------------------------------------------------P.13 

6.3 ライフライン関係機関---------------------------------------P.13 

6.4 その他-----------------------------------------------------P.14 

6.5 災害用伝言ダイヤル-----------------------------------------P.14 

7.避難所----------------------------------------------------------P.15 

8.災害対策本部----------------------------------------------------P.15 

9.◯◯自治会の自主避難の目安--------------------------------------P.16 

10.災害時の避難行動-----------------------------------------------P.17 

10.1 洪水時----------------------------------------------------P.17 

10.2 地震発生時 -----------------------------------------------P.18 
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1.本防災計画書の目的 

洪水・土砂・地震災害が起きたときに、自治会住民全員が安全に避難を実施

するためには、市から発令される避難情報や自治会で決定した避難の目安、自

治会内での連絡体制等を地区の全ての住民が把握しておく必要がある。 
そこで、これら避難に係わる情報を整理し、「自分たちの生命・財産・地域は

自分たちで守る」ために活用するため◯◯自治会防災計画書を作成する。 
 
＜計画書の構成＞ 

 

①行政から発令される情報と情報伝達方法、住民の皆さんがとるべき行動

（宍粟市提供情報） 

②災害への備え（宍粟市提供情報） 

③避難時の心得（宍粟市提供情報） 

④緊急連絡先（宍粟市提供情報） 

⑤避難所 

⑥災害対策本部 

⑦◯◯自治会の自主避難の目安 

⑧災害時の避難行動 

 
【補足資料】 
1）自治会内連絡体制 

2）◯◯自治会役員連絡網 

3）災害時要援護者リスト（支援体制含む） 

4）自主防災組織の任務表 

5）資機材台帳 

6）自治会員名簿（避難時の安否確認に使用） 

（ 2）～6）は、組長等自治会役員のみに配布 ） 

 
 
 

記載例 
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9.◯◯自治会の自主避難の目安 

 

 

①水害経験から設定した自主避難の目安 

これまでの災害経験から自主避難の目安を◯箇所設定 

（◯◯自治会マイ防災マップを見てください） 
 

項目 箇所数 箇所と避難の目安 
洪水時の

避難の 
目安 

◯箇所 河川の水位が、以下に示す箇所の◯◯川の護岸や橋

梁に設置している目印線を超えたとき 
 

【△組】 
①◯◯の対岸護岸 

 

【△組】 
②◯◯裏 

 

土砂災害

時の避難

の目安 

◯箇所 ・◯◯寺参道の谷からの水に濁りが出たとき 
・◯◯山の山鳴りが聞こえたとき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②聞き伝え知っている防災上の知恵 

 

 

 

   

朝一番に岩屋の霧が動かなければ晴れで、動いていれば下り坂になる。

◯◯橋が浸水すると、通行できなくなり、△組が孤立する。 

①  ②  

記載例 

目に付きやすい場所に地盤高を考慮し、自主避難の目安を設定 
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10.災害時の避難行動 

 

 

10.1 洪水時 

① 大雨洪水警報が発令されたとき 

・テレビやラジオを見聞きして、気象や避難の情報に注意 

・テレビや、インターネット、携帯電話で、雨量や河川水位、予測雨量を確認 

・近くの避難の目安箇所の状況を確認（十分気をつけて無理をしない） 

・避難の目安を超えたことを確認したとき、対策本部（自治会役員）に連絡 

 
② 水防団待機水位が超え、さらに水位が上昇することが想定されたとき 

・市より「有線放送」で全戸に「警戒本部の設置」を放送 
・自治会長より「携帯電話」で自治会役員（副会長、会計）、消防部長、組長、

婦人会長へ「携帯電話」で「自主災害対策本部の設置」を連絡 

・自治会三役、消防部長、組長、婦人会長は、△△公民館に集合し、「自主災

害対策本部を設置」 

 
③ 自主避難の目安を超えたとき（早めの避難の実施） 

・対策本部は、消防団や住民より「自主避難の目安を超えた」と連絡が入った

とき、「有線放送」で全戸に「自主避難の目安を超えたことから避難を開始

するよう」に放送 
・各組の組長と副組長は、協力し、組の住民へ避難するように声かけで指示 

・住民は、組長、副組長、消防団の指示に従い、組ごとに決めた安全な場所へ

速やかに避難（避難所は、避難準備情報発令時に開設されるため、自主避難

の時には避難所に入れない） 
・住民は、組ごとに決めた安全な場所へ避難後、市や対策本部からの災害情報

に注意する 
・住民は、市より「避難準備情報の発令」が放送されたことを確認後、組長、

副組長、消防団の指示に従い、避難所へ速やかに避難 

◯△組は、△△高校へ避難 

◯△組は、住民は△△公民館に集合し、組長と副組長の指示に従い、合同

で△△△へ避難 

 
 
 

記載例 

災害時に住民が自主的に行う避難行動を時系列に記載 
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④ 避難準備情報が発令されたとき 

・市より「有線放送」、「広報車」等で住民に「避難準備情報の発令」を放送 
・確認のため、対策本部より「有線放送」で全戸に「避難準備情報発令」を

放送 

・住民は避難準備をする（いつでも避難できるようにする） 
・避難に時間を要する住民（災害時要援護者）の避難支援者は、災害時要援

護者の方の自宅へ集合し、避難を開始し、避難完了後、対策本部へ「携帯

電話」で連絡 
 

⑤ 避難勧告が発令されたとき 

・市より「有線放送」、「広報車」等で住民に「避難勧告発令」を放送 
・確認のため、対策本部より「有線放送」で全戸に「避難勧告発令」を放送 
・各組の組長と副組長は、協力し、組の住民へ避難するように声かけで指示 

・住民は、組長、副組長、消防団の指示に従い、避難所へ速やかに避難 

◯△組は、△△高校へ避難 

◯△組は、住民は△△公民館に集合し、組長と副組長の指示に従い、合

同で△△△へ避難 

・組長は、自治会名簿を用い、避難所で組の住民の安否確認を実施し、対策

本部へ「携帯電話」で報告 
 

10.2 地震発生時 

・テレビやラジオで緊急地震速報が発表されたら、周囲の状況に応じて、あ

わてずに、まず身の安全を確保する 

・地震が発生したら、あわてず自分の身を守り、火の始末し、脱出口を確保

する 

・揺れがおさまったら、火元を確認し、住民は近くの住民へ声掛けをし、家

族や近くの住民の安全を確認し、非常時持ち出し品を持って、組ごとに決

めた避難所へ速やかに避難する 

・住民は、避難所へ速やかに避難 

◯△組は、△△高校へ避難 

◯△組は、住民は△△公民館に集合し、組長と副組長の指示に従い、合

同で△△△へ避難 

・組長は、自治会名簿を用い、避難所で組の住民の安否確認を実施し、対策

本部へ「携帯電話」で報告 
・ラジオなどで災害情報・被害情報など正しい情報を確認 

・しばらく余震に注意 

記載例 



■提言（案） 参考資料

・具体的施策【事例集】
・社会実験結果【アンケート結果】

・課題と対応記録【宍粟市における社会実験】





具体的施策

【事例集】

-1-



河川水位の観測は、流水に直接機器を投入し
て観測することから、流下物の衝突や土砂詰
まりなどの影響で観測不能となる場合がある。

平成２１年８月９日台風９号 円山川

京口水位観測所 流木衝突により送信機が破損

デジタルセンサー（主）

観測を確実に継続するために、観測機器の多重
化に取り組んでいる。

副水位計

主水位計

水圧式

デジタル式

送信機

副センサー

主センサー

副センサー

○観測施設の補強、多重化の事例

(1)観測体制の施策 ①観測施設の補強、多重化

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

・災害対策本部、各種通
信機器を含めた防災拠点
機能を浸水位より高い場
所へ移設（京都府大江
町）

○防災拠点の耐水化及びネットワーク化の事例

防災拠点機能（１Ｆ）

防災拠点機能（２Ｆ）

防災拠点機能（１Ｆ）

防災拠点機能（２Ｆ）

防災拠点の移転
出典：第１回流域治水検討委員会（行政部会）資料

・市町村合併後の支所等を利用し、防災機能のネットワーク化を図る。

防災拠点のネットワーク化

(1)観測体制の施策 ②防災拠点の耐水化及びネットワーク化

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策



○浸水モニターの事例（猪名川河川事務所）
浸水モニター制度

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

(1)観測体制の施策 ③浸水モニター制度等の地域住民等と連携した情報把握

-3-

○水防団、防災エキスパート、樋門・排水ポンプ操作員等からの洪水や
被災の情報把握の事例（四国地方整備局）

洪水時に水防団、防災エキスパート、樋門・排水ポンプ操作員等から洪水や被災の情報などを
提供してもらう

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

(1)観測体制の施策 ③浸水モニター制度等の地域住民等と連携した情報把握



斐伊川・神戸川
流域において洪水
時の情報をいち早
く収集するために、
地域のコンビニエン
スストアやタクシー
組合に協力を依頼
し、情報収集体制
を強化

○民間企業（コンビニエンスストア・タクシー組合）と連携した
情報把握の事例（出雲河川事務所）

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

(1)観測体制の施策 ③浸水モニター制度等の地域住民等と連携した情報把握

-4-

○被災状況の報告
○ボランティアセンター、

避難所、道路の不通
箇所などの案内

○古タオルを送ろうの呼びかけ
（４日間で２万枚超）

○ボランティアバスの案内、募集
○ボランティアから現場の様子、不足物資

などを報告

まわりの人たちが動き
出す。

８月11日（火）
以降

○福知地区が孤立（午前）
※現地から集落全体の安否報告
→電話、携帯が不通であったが、光回線

で地域ＳＮＳを活用することができた

○豪雨災害情報コミュニティ立ち上げ

○被害状況の動画報告
※CATV放送不可、

役場のＨＰ更新不可

○緊急防災・災害関係情報コミュニティに
西播磨豪雨関係のトピックス

○兵庫県のお知らせから公式情報を発表
知事会見、交通、ライフライン、被害状況など

マスコミ報道では、伝
わらない現地の様子を
伝える。

８月10日（月）

○揖保川上流部で１ｍ増水、土砂
災害警戒の情報提供（20:10）

○揖保川が溢水と写真付きで
書き込み（深夜）

○水位データの情報アップ
○役場が浸水。電気、水道、ＣＡＴＶ

などが不通との書き込み（深夜）

○ブログ等からのレポートはじまる
・停電、防災無線不通、交通情報など
※町内に避難指示（20:30）→防災無線で連絡

・21時すぎからブログ等に書き込み

ブログ、コトログ等によ
る被災状況のリアルタ
イムレポート

８月９日(日)

しそうＳＮＳ・Ｅ-宍粟さよっち（佐用町）ひょこむ取り組み

○被災状況の報告
○ボランティアセンター、

避難所、道路の不通
箇所などの案内

○古タオルを送ろうの呼びかけ
（４日間で２万枚超）

○ボランティアバスの案内、募集
○ボランティアから現場の様子、不足物資

などを報告

まわりの人たちが動き
出す。

８月11日（火）
以降

○福知地区が孤立（午前）
※現地から集落全体の安否報告
→電話、携帯が不通であったが、光回線

で地域ＳＮＳを活用することができた

○豪雨災害情報コミュニティ立ち上げ

○被害状況の動画報告
※CATV放送不可、

役場のＨＰ更新不可

○緊急防災・災害関係情報コミュニティに
西播磨豪雨関係のトピックス

○兵庫県のお知らせから公式情報を発表
知事会見、交通、ライフライン、被害状況など

マスコミ報道では、伝
わらない現地の様子を
伝える。

８月10日（月）

○揖保川上流部で１ｍ増水、土砂
災害警戒の情報提供（20:10）

○揖保川が溢水と写真付きで
書き込み（深夜）

○水位データの情報アップ
○役場が浸水。電気、水道、ＣＡＴＶ

などが不通との書き込み（深夜）

○ブログ等からのレポートはじまる
・停電、防災無線不通、交通情報など
※町内に避難指示（20:30）→防災無線で連絡

・21時すぎからブログ等に書き込み

ブログ、コトログ等によ
る被災状況のリアルタ
イムレポート

８月９日(日)

しそうＳＮＳ・Ｅ-宍粟さよっち（佐用町）ひょこむ取り組み

■宍粟市中心部の写真報告（９日深夜）

■被災地に古タオルを送ろうプロジェクト

■動画による現地レポート（10日早朝・佐用町長谷）

台風９号災害への対応台風９号災害への対応 動画レポート

被害の状況
死者 20人
行方不明 ２人
床上浸水 1,102件
床下浸水 1,537件
（８月19日現在）

災害発生時に地域ＳＮＳが果たした役割

■佐用川水位データ
８月９～10日

リアルとバーチャル
のつながり

○全国の地域ＳＮＳが協力
○仕分け、配送のボランティア

によるリアルな活動につながる

■住民ディレクターによる
ボランティアレポート

通行止め

ボランティアセンター

■コミュニティマップによる情報提供

■マスコミでは報道されない
被災地の情報をレポート

○SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を活用した
情報収集の事例（兵庫県）

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

(1)観測体制の施策 ③浸水モニター制度等の地域住民等と連携した情報把握



姫路河川国道事務所 携帯メールへの「水位情報配信サービス」

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

①河川情報のポータルサイト化

【特徴】
○ユーザが情報の欲しい観測所が選べ、情報が携帯メールに配信されることから洪水対応が速やかに
とることが出来る。屋外に長時間滞在する人に対して有効。

-5-

●小学生に配布したリーフレット

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

①河川情報のポータルサイト化(2)送り手側・受け手側の施策

○パンフレットの配布による河川情報の周知の事例
（兵庫県）



兵庫県フェニックス防災システム携帯版

【特徴】

○兵庫県内に限定した水位・雨量情報を提供しており、確認したい水位・雨量観測点まで容易に辿
り着くことができる。外出時にでも容易に情報を入手できる

トップ画面 降雨レーダー 河川水位 雨量

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

○携帯電話による河川情報提供の事例（兵庫県）

②マスコミ等多様な情報源を利用した
河川情報の提供

○地上デジタル放送を活用した河川情報の提供の事例
（京都府）

②マスコミ等多様な情報源を利用した
河川情報の提供

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施設



○ラジオ局との連携した取り組み事例（兵庫県豊岡市）

コミュニティ
FM局

●コミュニティFM局と連携し、電話回線を通じ、防災情報など
を放送する。

豊岡市 覚書

【緊急放送の内容】
①震度5以上の地震発生した場合
②火災が発生し類焼が予想される場合
③災害対策本部が設置された場合

・河川水位の状況、避難勧告等
④台風が接近しまたは接近する恐れがある場合

⑤暴風雨、大雨、大雪、津波警報等が発令され伝達する必要
がある場合

⑥その他人命に関わる事態が発生し、緊急に伝達する必要
が生じた場合

非常割込用放送（緊急放送）

電話、ＦＡＸ

緊急放送

電話、ＦＡＸ

この取り組みは、防災無線（全戸配布済み）の補完的な役割として運用している

市役所

住民

消防機関

放送局

②マスコミ等多様な情報源を利用した
河川情報の提供

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

○放送事業者等と連携した河川情報提供事例
（安心・安全公共コモンズ）

現在、住民に対する河川情報等はインターネット等で提供しているが、高齢者等の情報弱者を含む多く
の住民に迅速かつ的確に情報提供するために、兵庫県では様々なメディアと連携する共同利用型のシス
テムを検討している。

平成22年3月8日には、システム実用化をめざして、放送事業者や自治体など関係者の参加のもと実証
実験を行った。

安心・安全公共コモンズ

兵庫県システム

収集
各ﾒﾃﾞｨｱ向け

変換

配信情報

入力情
報

全国システム

NHK神戸

〔放送事業者等〕

サンテレビ

姫路CATV

BAN-BANテレビ

神戸新聞社

ラジオ関西

FMわいわい

配信情
報

水位、雨量

道路情報
緊急医療情報
防災物資情報

水・食料に関する
情報など

避難準備
避難勧告
避難指示

避難所情報など

各ライフライン
の不通、復旧

情報など

住
民

防災情報ｼｽﾃﾑ
（フェニックス）

②マスコミ等多様な情報源を利用した
河川情報の提供

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策



防災無線による情報伝達

【平常時】
○町のお知らせ放送

【災害時】
○被害情報
○危険情報
○避難勧告等の災害情報

配備状況 全戸配備

○防災無線による情報周知の取り組み事例（佐用町）

②マスコミ等多様な情報源を利用した
河川情報の提供

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

○光ファイバーによる情報周知の取り組み事例
（宍粟市：音声告知放送『しーたん通信』）

市内のどこにお住まいの方にも、防災情報をはじめとする重要なお
知らせを均一かつ敏速に伝達する必要がある

市役所からの防災・行政情報は、光ファイバ網を経由し、各家庭に
無償で配布する「音声お知らせ装置」により情報を伝達

・光ケーブル：H20,21に全域に整備
・音声お知らせ装置：H22までに全戸設置

②マスコミ等多様な情報源を利用した
河川情報の提供

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策



○自動販売機を利用した災害情報の提供の事例

○「地域情報」メッセージ表示

自治体からのお知らせやイベント案内等
を表示

災害対応型自動販売機

・販売機のLEDメッセージボードに、災害情報や行政情報を表示できる

平常時

○ニュースメッセージ表示

速報ニュースをリアルタイムで表示

○「災害情報」メッセージ表示

緊急時に、自治体より災害情報
（避難場所、地図情報等）をリアル
タイムに表示できる

災害時

②マスコミ等多様な情報源を利用した
河川情報の提供

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策
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●河川情報表示板

●水位情報表示板

○河川管理者による情報板を利用した河川情報の周知の
取り組み事例（福知山河川国道事務所）

駅前や市役所等地域住民が多く集まる場所において、雨量や水位などの
河川情報を表示し、浸水時の迅速な避難等洪水被害の軽減を図るために
設置している。
また、平常時には自治体広報等暮らしに役立つ情報も提供している。

【 掲載情報例 】

地域住民や河川に隣接する道路や橋梁などの通行車両へ、雨量
や水位など河川状況を情報提供し、道路冠水による立ち往生の防
止等洪水被害の軽減を図るために設置している。

②マスコミ等多様な情報源を利用した
河川情報の提供

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策



姫路河川国道事務所ＨＰ

トップページから、画像をク
リックしていくと情報が閲
覧出来るようになっている。

○河川のライブ映像と水位の入った横断面図を一体的に表示す
る水位情報提供の事例

②マスコミ等多様な情報源を利用した
河川情報の提供

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

○道路情報表示板や注意喚起看板の設置による
情報提供の事例

●注意喚起看板の設置

出典：由良川流域懇談会

●道路遮断機の整備

出典：京都府提供

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

③道路管理者と連携した情報の提供(2)送り手側・受け手側の施策



○カーナビゲーションシステムにより防災情報を提供する
取り組み事例

出典：本田技研工業株式会社HP

豪雨地点予測情報

豪雨が予測される場合は、予測区域への
侵入地点と侵入時刻、周辺の豪雨情報を
表示

防災情報の提供イメージ（豪雨情報の例）

・雨や雪など自然災害に関する情報を適切なタイミングで提供

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

③道路管理者と連携した情報の提供(2)送り手側・受け手側の施策

○ハザードマップに実績の浸水実績を記載した事例

事例（南あわじ市 洪水ハザードマップ）

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.2 事前情報の施策
③まるごとまちごとハザードマップ
等の推進(1)ハザードマップ等の周知に関する施策



事例（まるごとまちごとハザードマップ：豊岡河川国道事務所）

まるまちの特徴

○実績浸水深や避難場所への経路を示した標識の

設置事例

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.2 事前情報の施策
③まるごとまちごとハザードマップ
等の推進(1)ハザードマップ等の周知に関する施策
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○「防災の日」イベントにおけるハザードマップの提示
の事例

・防災の日における洪水ハザードマップの周知（山形県山形市）

出典：洪水ハザードマップ作成の手引き

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.2 事前情報の施策
④日常の生活に密着した

ハザードマップの作成(1)ハザードマップ等の周知に関する施策



○市民参加ワークショップによるハザードマップの周知の事例

ワークショップ等を通して情報を理解してもらい、ハザードマップから何がわかるか、何が足りないか、リ
アルタイム情報から何を取得していくのかを話し合う場とする

・ハザードマップの改善点の他に、
地図ができた後に地域でどのように
して活用していくのかが大事である
との意見がでた。

【効果】

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.2 事前情報の施策
④日常の生活に密着した

ハザードマップの作成(1)ハザードマップ等の周知に関する施策

・ワークショップによるハザードマップの周知
（札幌市）

○ハザードマップを利用した防災訓練の実施事例

・洪水ハザードマップを利用した防災訓練（岩
手県水沢市）

出典：洪水ハザードマップ作成の手引き

・マップを使って実際に避難経路を歩
くことにより様々な問題点が明らかに
なった。

【効果】

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.2 事前情報の施策
④日常の生活に密着した

ハザードマップの作成(1)ハザードマップ等の周知に関する施策



○ハザードマップに河川情報が入手できるQRコードを掲載

出典：尼崎市ＨＰ

・ハザードマップに水
位観測所とその河川
情報の入手先のＱＲ
コード等を同時に表
示することで、情報が
入手しやすくなる。

イメージ図

水位情報はココから入手

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.3 避難に関する情報の施策

②ハザードマップや「まるごとまちごと
ハザードマップ」等へのＱＲコード等の掲載

(1)事前情報とリアルタイム情報の組み
合わせの施策

QRコード

事例（まるごとまちごとハザードマップ：豊岡河川国道事務所）

まるまちの特徴

○実績の浸水深を記載した標識にQRコードを掲載した事例

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.3 避難に関する情報の施策

(1) 事前情報とリアルタイム情報の組み
合わせの施策

②ハザードマップや「まるごとまちごと
ハザードマップ」等へのＱＲコード等の掲載

QRコード



(2)避難時の危険箇所の認識に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路の改善施策

勾配を表す図（例）

○洪水ハザードマップに地形の特徴を記載する方法例

①

②

③

④

Ａ

B

157

159

161

163

165

167

169

171

0 100 200 300 400 500 600 700 800

標
高

T
P
m

浸水深（2.07m)

浸水深（0.48m)

閏賀地区4

閏賀地区3

閏賀地区2

閏賀地区1

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

標
高

T
P
m

閏賀地区A

閏賀地区B

浸水深：1.71m

浸水深：0.48m

揖保川

閏賀平均勾配 １／１２０
曲里平均勾配 １／１９０

保健福祉センター

工場
宅地

宅地 道路 宅地

道路

揖保川

染河内川

曲里地区B

閏賀地区A

閏賀地区④

閏賀地区③

閏賀地区②

閏賀地区①

①マイ防災マップの作成

民家側の高低差を記載

まち歩き（昼間の部）

まち歩き（夜間の部）

アイコンを持って現場撮影

作業マップ

まちを歩く

夜間に歩くことによっ
て照明がなく歩くこと
ができないことが分
かる。

○マイ防災マップの取り組み事例

(2)避難時の危険箇所の認識に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路の改善施策

①マイ防災マップの作成



○マイ防災マップの取り組み事例

（佐賀県多久市の例）

【特徴】
○ハザードマップに表現されていない微地形の表現や避難場所など地域の実態が明確化
○マイ防災マップは広く防災、防犯などに活用

(2)避難時の危険箇所の認識に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路の改善施策

①マイ防災マップの作成

※作成は地元主体となり自治体、

河川管理者が支援

○小中学生が中心となった防災タウンウォッチングの事例

１．事前準備
○災害の種類、災害の恐ろしさ、地域の災害の歴史などを学習する

２．タウンウォッチングの実施
○グループ毎に地域の方と一緒に地区を歩き、自ら危険箇所を探したり、まちの

人に聞きながら地区の危険箇所、災害の時に役立つものなどを探す
３．地図づくり

○調べてきた危険箇所などを地図に落とし、説明を書き込む
４．グループ毎で成果を発表する

○発表に対し質問をしてもらう。また他のグループの発表には質問を行う。

自ら歩いて、まちの
危険箇所や防災設
備などを探すことで
、自分の防災意識
を確認し、対策は
何かを考える。

取り組み内容

学校が中心となって、地
域と共同し、防災タウン
ウォッチに取り組むこと
により、防災教育の向上
だけでなく、地域の連携
体制の構築を図る

目的

自分の防災対策
を考える

○防災意識の向上
○災害時の行動力

の向上

効果

(2)避難時の危険箇所の認識に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路の改善施策

①マイ防災マップの作成



○世界共通アイコンを使ってつくるグリーンマップの事例

出典：雑誌 FRONTO JUNE 2004 No.189

事例（玉川・まちの探検隊）

・小学校を対象として世田谷ボランティア協会が主催

・三日間に分けて実施されたこの活動は、二子玉川の街を歩き、
地図にアイコンを記録していった。

「まち」を歩き地域に目を向けるための活動であり、そ
のプロセスを通じて「何が変わったか」、「どんな影響を
周囲に与えたか」に気づくことが重要です。

グリーンマップとは、世界共通アイコンを使って環境マップをつくる活動のことです。

常日頃からの「まち」を知ることにより、有事
の危険な場所が発見できる

(2)避難時の危険箇所の認識に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路の改善施策

①マイ防災マップの作成

誰にでも解りやす
くとりまとめるには
アイコンの使用が
有効

歩行避難困難度の広がりを示した例

出典：「姫川洪水ハザードマップ」
平成13年3月 糸魚川市、青海町

家屋浸水状況図（２階以上）例
注）一般的な二階建ての木造家屋について、地盤から
一階壁高が3.35mより、これ以下であれば、２階以上の
浸水の可能性はないとした。

木造家屋倒壊危険度分布図例

○はん濫流による家屋倒壊の可能性、家にとどまった場合の2階以上への浸水の可能性、避難時の歩
行避難困難度の広がり、土砂災害に遭う可能性等のリスク分析を行った事例

(3)安全な避難行動に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路の改善施策

①木造家屋倒壊の危険性  自宅や勤務地等に留まった場合でも安全かどうかを確認する指標の１つ

②２階以上の浸水の可能性  自宅や勤務地等の２階に留まった場合でも安全かどうかを確認する指標の１つ

③歩行避難困難度の広がり及び分布状況  避難時期と避難ルートの安全性を確認する指標の１つ

④土砂災害に遭う可能性  自宅や勤務地等に留まった場合でも安全かどうかを確認する指標の１つ

①緊急的な垂直避難の検討

出典：「南あわじ市 洪水ハザードマップ」
南あわじ市HP

土砂災害危険箇所を示した例

■：家屋の２階以上浸水あり

■：家屋の２階以上浸水なし

×：堤防決壊位置

×

×

×：堤防決壊位置

注）：上記の2例は、佐用町久崎地区を対象として、平成21年台
風第9号時の状況を再現したはん濫解析結果に基づき作成した
ものである。



(1)防災意識の向上の施策
3.3 防災意識の向上の施策

①地域の防災総合力の向上

○災害の語り部（地区の経験者）による講習会の事例

・災害を経験した語り部（講師）の言葉で伝
えられることにより、災害に対する心構えや
対処方法など話に現実味が出る。
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○洪水を想定した防災訓練の事例（京都府与謝郡与謝野町 ）

・防災意識の高揚と防災体制の強
化を目的とした情報伝達、避難訓
練などが実施出来た。

(1)防災意識の向上の施策
3.3 防災意識の向上の施策

①地域の防災総合力の向上



事例（まるごとまちごとハザードマップ：豊岡河川国道事務所）

まるまちの特徴

○実績の浸水深等を記載した標識の設置事例

(1)防災意識の向上の施策
3.3 防災意識の向上の施策

①地域の防災総合力の向上

○体験型防災教育の事例（兵庫県たつの市）

(1)防災意識の向上の施策
3.3 防災意識の向上の施策

①地域の防災総合力の向上

◆豪雨・激流を自ら体験
◆豪雨の怖さを知り実際の災害

での避難の難しさを実感

出典：たつの市消防本部提供

上方のパイプより豪雨を降らせる。
足下のプールでははん濫流を再現し
豪雨と激流を同時に体験。



○行政、河川管理者による出前講座の事例（兵庫県豊岡市）

・将来の防災リーダーとして育っ
てくれることを願い、講座を開催
している。

(1)防災意識の向上の施策
3.3 防災意識の向上の施策

①地域の防災総合力の向上

○水防専門家による水防講習会

出典：社団法人 全国防災協会

・水防団員数の減少
・高齢化による機動力不足
・サラリーマンの団員の増加による平日の参集人員の不足
・指導者の不足
・実践経験の不足

充分な活動ができない状況
水防知識・技能の伝承・習得が困難

水防専門家による水防知識・技能の伝承・習得に取り組んでいる

［水防専門家］とは
水防団、消防団、国土交通省のＯＢを中心として、
水防関係業務に携わった経験を有し、水防知識・
技能の伝承･指導を行うことが可能な人材

任期：３年（３年ごとに登録更新）

登録者数：１００名（近畿７名） ［平成２２年４月２０日現在］

平成２１年度 水防専門家派遣実績
・派遣回数：３２回 （近畿５回）

・派遣機関：２７機関 （近畿５機関）

（和歌山県白浜町、滋賀県土木交通部河港課、琵琶湖河
川事務所、兵庫県県土整備部土木局、兵庫県篠山市、
秋田市３回、高知河川国道事務所２回、徳島河川国道
事務所２回、宮崎県河川課２回）

・延べ派遣者数：６５名 （近畿８名）

水防専門家の活動内容
・水防訓練における水防工法の指導

［平成２１年度派遣目的］
水防訓練、高津川水防演習、益田地区総合防災訓練、
宮崎県総合防災訓練、富士川水防訓練、水防演習、
水災訓練、総合防災訓練、防災訓練

・水防に関する講習
［平成２１年度派遣目的］

水防工法講習会、水防工法に関する講演、
新規採用職員研修、水防技術講習会、水防研修会、
水難事故講習会、水防講習会

(1)水防活動を充実させる施策
3.4 水防活動の充実に関する具体的施策

①水防活動を担う人材の育成・人員の確保



○水防演習の実施事例

出典：国土交通省（水防の基礎知識）

一人ひとりが水防の意義及び
重要性について理解し、水防
意識の向上、知識・技能の伝
承・習得を図るため、水防演
習を実施する

出典：豊岡河川国道事務所ＨＰ

(1)水防活動を充実させる施策
3.4 水防活動の充実に関する具体的施策

①水防活動を担う人材の育成・人員の確保

実践的な訓練の実施

住民による揖保川の畳堤訓練

畳設置後の様子畳設置後の様子

出典：長久手町ＨＰ

家庭でも出来る簡易水防工法を水防演習に取り入れ、住民の知識の向上を行っている

ゴミ袋を利用した簡易水防工法

2枚重ねの20リットル用ゴミ袋を2重にして、約10リットルの水道水を封入し、ありあわせの板２
枚とインターロッキング用のレンガで固定し、玄関等への浸水を防ぐ工法です。

出典：災害・防災コラム（集中豪雨や水害に備える）

(1)水防活動を充実させる施策
3.4 水防活動の充実に関する具体的施策

①水防活動を担う人材の育成・人員の確保

○家庭でも出来る簡易水防工法を取り入れた
水防演習の事例



○水防協力団体制度を活用したNPO等との連携

出典：国土交通省

水防協力団体が行う活動の事例

［水防協力団体］とは

自助、共助、公助のバランスの取れた水防活動体制の確立を図るために、水防管
理者により指定され、水防団・消防団等と連携して水防協力業務を行い、水害の
軽減に貢献する。

【対象：公益法人及び特定非営利活動法人（ＮＰＯ）】

水防協力団体の活動内容

○災害時の活動
・異常箇所の発見等の情報収集
・巡視
・避難援助
・土のう袋詰め、運搬等の後方支援

○平常時の活動
・水防に関する情報等の収集、提供
・水防に関する調査研究
・水防に関する知識の普及・啓発
・水防訓練への参加

(1)水防活動を充実させる施策
3.4 水防活動の充実に関する具体的施策

①水防活動を担う人材の育成・人員の確保
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(1)超過洪水に対する施策
3.5 河川整備の具体的施策

①堤防の質的強化

○堤防補強

出典：第2回千種川委員会資料（兵庫県）

 天端舗装 法覆工 

(張ブロック等) 

エプロン又は 
堤脚水路 

法覆工（張ブロック） 

【巻堤イメージ】

ただし、一般の堤防区間において越水に対する耐久性を保証できる築堤技術は、
現時点で開発されていない。

超過洪水による越水を想定して、堤防決壊しにくく、あるいは堤防決壊に至るまで
の時間をできるだけ長くして人的被害を軽減する効果を期待。

 側帯 

【断面の拡大イメージ】

断面の拡大



【水害防備林】

出典：国土交通省徳島河川国道事務所HP

・水害防備林を整備することにより、万
一洪水が発生してもその勢いを弱め、
堤防付近の家屋等に対する被害軽減
が図れる。

○はん濫流速軽減対策

整備前
整備後現況

(1)超過洪水に対する施策
3.5 河川整備の具体的施策

①堤防の質的強化

○はん濫域対策
【輪中堤、二線堤など】

輪中堤、二線堤などを
整備した区間において、
その地域の被害を最小
化

超過洪水

連続堤防の整備に比べ、
輪中堤、二線堤などの整
備を行うことにより早期に
家屋の浸水被害が解消
できる

輪中堤、二線堤などにより浸水
被害から住家を守るとともに、
それ以外の区域では新たな住
家が立地しないよう災害危険区
域の指定等の措置が必要

(1)超過洪水に対する施策
3.5 河川整備の具体的施策

②輪中堤などの流域対策の推進



○家屋浸水被害軽減対策

出典：「わが家の大雨対策－安心な暮らしのために」 （財）日本建設防災協会

・家の床を高くしたり、防水機能のある壁を設置したりすれば、水害が発
生しても被害を軽減出来る。

【耐水性建築】

嵩上げ（盛り土） 建物防水（耐水性のある材料の使用）

嵩上げ（盛り土）部

出典：「わが家の大雨対策－安心な暮らしのために」 （財）日本建設防災協会

(1)超過洪水に対する施策
3.5 河川整備の具体的施策

②輪中堤などの流域対策の推進
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○森林、砂防施設整備

出典：第2回千種川委員会資料

【土砂・流木の流出対策の強化】

(1)超過洪水に対する施策
3.5 河川整備の具体的施策

②輪中堤などの流域対策の推進

砂防えん堤や治山ダムの整備により、土砂や流木の流出防止を図り、洪水時
の流下阻害を防ぐ



里山砂防とは・・・
◆過疎化などの影響で荒廃が進んだ山林を、住民と連携して保全を図る取り組み。
◆里山地域の土砂災害からの安全を図るのと併せ、自然環境豊かで災害に強い地域づくりを行う。

＜流木等による下流での被害＞

＜上流域の荒廃＞

流域の現状

砂防堰堤の整備にとどまらず、周辺の山林
の保全を図ることにより、土砂災害からの安
全が図れるとともに、河川の流木被害の解
消も期待できる。

地域や子供たち等の住民参加により森づくり
を実施

砂防堰堤工事により設置した工事用 道
路は間伐材の搬出等に活用。

○里山砂防の推進

地域住民等の
参画

工事用・管理用
道路の活用

(1)超過洪水に対する施策
3.5 河川整備の具体的施策

②輪中堤などの流域対策の推進
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社会実験結果

【アンケート結果】
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・回答者の約70％が「自分考えていた危険な箇所などの
まちの課題を確認できた」と回答

66% 68%
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知らなかった

危険な箇所など、

新たに確認ができた

自分考えていた危険

な箇所などの、まち

の課題を確認できた

その他

比
率

（回
答

者
数

/
全

回
答

者
)

2.1 マイ防災マップの作成
・対象：曲里地区のまち歩き参加者41人（回収率100％）
・実施時期：まち歩き後

設問：マイ防災マップの作成にまち歩きが必要か

・回答者全員がマイ防災マッ
プ作成にまち歩きが必要と
回答

必要

100%

必要なし

0%

N=41

⇒2.1.2 効果の検証

N=41

設問：マイ防災マップ作成にまち歩きが必要と回答した
理由

【その他の意見（まち歩きの必要性）】
・防災意識を高めることができた
・現場の現状が把握できた
・冷静な状況で観察すると見えなかった部分・場所が見えてきた
・ゆっくりとじっくりと「まち歩き」という行為を通じて今一度見直

すことができた
・毎日通っている道でも危険な箇所が多くあるものだと認識でき

た

設問：まち歩きで新たに確認できたこと

74%
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N=27

・回答者の約75％がまち歩きで新たに「危険な箇所」を
確認できたと回答

2.1 マイ防災マップの作成
・対象：曲里地区のまち歩き参加者41人（回収率100％）
・実施時期：まち歩き後

29%
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N=38

設問：まち歩きを実施して有意義と考える理由

【その他の意見】
・まち歩きの時間帯にできるだけ家の外
に出て話を聞かせてもらい、多くの情報
を集める

49%
41%

63%

44%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

幅広い年齢層

の住民の参加

河川管理者や

市職員と共に

まち歩き

日中・夜間

両方のまち

歩き

消防関係者

も参加した

まち歩き

その他比
率

（
回

答
者

数
/
全

回
答

者
）

・「日中と夜間では危険な箇所が異なっ
てくるので、日中と夜間のまち歩きが必
要。」、「危険の感じ方が違うので子供
から高齢者まで幅広い年齢層の住民
が参加したほうがよい。」

N=41

設問：マイ防災マップ作成のためのまち歩きをより効果的
に実施するための工夫

・回答者の約70％がまち歩きを実施して、
「危険な箇所の現状が把握できた」、約
65％が「防災に関して共通認識を持て
た」と回答

【その他の意見】
・自分が体験した事（水難の夜、実際に
通った道筋）を人に伝える事ができた

・昨年の災害の様子（最大水位、時間等）
を他人に話すことができ、近所であって
も知らないこともあったり、自宅の様子
を教えることで共通の認識が持てた

-2-

⇒2.1.2 効果の検証



2.1 マイ防災マップの作成
・対象：曲里地区全住民145人（回収率67％）
・実施時期：マイ防災マップ配布後

設問：マイ防災マップを見て、避難経路が把握で
きたか

・回答者の約90％が避難経
路を「把握できた」と回答

N=93

設問：マイ防災マップを見て、避難時の危険箇所
が把握できたか

・回答者の約95％が危険箇
所を「確認できた」と回答

N=89

設問：マイ防災マップを見る前に、避難経路を
知っていたか

・回答者の約50％が避難経
路を「知らなかった」、「知ら
ない箇所があった」と回答

N=97

知っていた

48%
知らなかっ

た 32%

知らない箇

所があった

20%

設問：マイ防災マップを見る前に、避難時の危険
箇所を知っていたか

・回答者の約90％が危険
箇所を「知らなかった」、
「知らない箇所があった」
と回答

すべて

知って

いた 10%

知らなかった

31%知らない箇所

があった 59%

N=90

⇒2.1.2 効果の検証

⇒2.1.2 効果の検証

把握できた

92%

把握できない

8%

把握できた

93%

把握できない

7%

【把握できない理由】
・ごちゃごちゃしてマップが見に
くい

【把握できない理由】
・一目で何がなんだか分からな
い

利用できる

71%

活用でき

ない

6%

利用できるか

わからない

23%

35%

28%

45%

38% 38%

45%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

浸水・あふ

れやすい

場所

地盤が周囲

より低い

場所

水路と道路

の境がわか

らない場所

がけ崩れ

が発生す

る場所

山からの水

が滝のよう

に出る場所

街灯がなく、

夜間は真っ

暗であぶ

ない場所

平成21年

台風時の

浸水状況

比
率

（
回

答
者

数
/全

回
答

者
数

）

2.1 マイ防災マップの作成
・対象：曲里地区全住民145人（回収率67％）
・実施時期：マイ防災マップ配布後

設問：マイ防災マップを見て、新たに確認できた避難時の危険箇所について

・回答者の約45％が、マイ防災マップに
よって新たに「水路と道路の境がわから
ない場所」、「街灯がなく、夜間は真っ暗
で危ない箇所」が確認できたと回答

N=74

設問：マイ防災マップは避難に利用できるか

N=91

・回答者の約70％がマイ防災マップを見て「避難に利用できる」
と回答

【「マイ防災マップが利用できない、分からない」と考える理由】
・非常時に冷静に判断できるか疑問に思う
・避難しないといけないような状態の時に、冷静な行動ができるか

自信がない。そのためにも訓練が必要

-3-



2.1 マイ防災マップの作成
・対象：曲里地区の防災訓練参加者121人（回収率92％）
・実施時期：防災訓練実施後

設問：マイ防災マップは避難に利用できるか

・回答者の約75％が防災訓練で
活用して「避難にマイ防災マップ
が利用できる」と回答

N=91

【「マイ防災マップが利用できない、
分からない」と考える理由】

・災害時に冷静な対応ができるか分
からない

・事前に頭に入れるために日頃から
の学習が必要

⇒2.1.2 効果の検証

設問：より利用しやすく、より見やすいマイ防災マップとするための工夫

分類 意 見

記号や文字に
ついて

・文字や記号を大きく表示する
・文字をひらがなにする
・記号を水危（浸水・小路）、山危（がけ崩れ）、暗危（夜間暗）にする

色について ・カラーの色が同色でアイコンの違いが分かりにくい
・色の使い方を工夫が必要

避難経路につ
いて

・避難経路を明確に（色での強調など）
・一目で見てどう逃げるかわかるようにすれば良い

記載する情報
について

・緊急避難の場合、利用する防災マップは、避難経路だけを記入すると見やすいと思う
・記号がいろいろとたくさんあり分かりにくいので、いろいろ多く書かず、簡素化する

69%

42%

62%

27%
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40%
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崩
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い

場
所

平
成

2
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台
風

時
の

浸
水

状
況

そ
の

他

設問：防災訓練で利用して、より分かりやすかっ
たマイ防災マップの情報は

N=85

・回答者の約70％が防災訓練で活用して「避難経路」が
分かりやすかったと回答

比
率

（
回

答
者

/
全

回
答

者
数

）

2.2 地区版防災計画の作成

設問：地区版防災計画は避難に必要か

・対象：曲里地区の防災訓練参加者121人（回収率92％）
・実施時期：防災訓練実施後

⇒2.2.2 効果の検証

・回答者の約90％が安全に避難を行うために「地区版防
災計画が必要」と回答

N=101

設問：地区版防災計画に記載されている情報のうち、
避難に必要と考える情報

N=91

・「市より発令される情報と、住民がとるべき行動」、「自治会の
自主避難の目安」、「水位・雨量などの入手できる情報と入手
先」、「自治会内連絡体制」の回答が多い

-4- 比率（回答者/全回答者数）

58%

48%

47%

31%

33%

19%

54%

35%

48%

0% 20% 40% 60% 80%

市より発令される

情報と住民がとる

べき行動

水位・雨量などの

入手できる情報と

入手先

自分で行う災害

への備え

避難時の心得

避難所

災害対策本部

自治会の自主

避難の目安

災害時の

避難行動

自治会内

連絡体制



良かった

91%

あまり意

味がな

かった 1%

分からな

い 8%

2.2 地区版防災計画の作成
・対象：曲里地区の防災訓練参加者121人（回収率92％）
・実施時期：防災訓練実施後

設問：防災訓練を実施して良かったか

・回答者の約90％が
「防災訓練を実施し
て良かった」と回答

N=106

⇒2.2.2 効果の検証

【「防災訓練を実施してあまり意味がな
かった、分からない」と考える理由】
・各団体との事前の連絡が不十分
・あまりにも緊張感がないため、いざと

いうときに生きるか疑問

設問：防災訓練を実施して良かったこと

・回答者の約55％が防災訓練を実施して「放送される情報
が分かった」、「情報を受けてどう行動するか分かった」こ
とが良かったと回答

⇒2.2.2 効果の検証

N=95

比率（回答者/全回答者数）

57%

49%

56%

42%

27%

27%

42%

48%

23%

29%

35%

28%

0% 20% 40% 60% 80%

放送される情報

情報の伝達手段

どう行動すべきか

水位や雨量の

入手先

日頃からの備え

避難時の心得

避難所

避難経路

避難所が遠い

危険な箇所

自主避難の目安

お年寄り等の

避難支援が必要

設問：今後も防災訓練を実施すべきか

【「防災訓練が必要」な意見】
・繰り返しの訓練がいざというときに

役立つため
・災害を忘れないため
・日頃からの防災意識を持つため
・新たな課題が確認できるため

N=91

・回答者の約85％が今後
も「防災訓練を実施すべ
き」と回答

参考 緊急的に自宅や勤務地などの2階へ避難する方法
・対象：曲里地区の防災訓練参加者121人（回収率92％）
・実施時期：防災訓練実施後

設問：緊急的に自宅や勤務地などの2階へ避難する
方法について参考になったか

・回答者のほぼ全員が安全な
避難をするために確認する指
標は、「緊急的な避難を考え
る上で参考になった」と回答

N=88

参考に

なった, 

99%

参考にな

らなかっ

た 1%

必要

93%

必要ない

7%

N=84

設問：緊急的に自宅や勤務地などの2階へ避難する
方法について情報提供が必要か

・回答者の約95％が安全な
避難をするために確認す
る指標は、「避難を考える
上で事前に情報提供が必
要」と回答

N=89

設問：緊急的避難にあたって、
これまで意識していなかったものは

39%

29%

62%

45%
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比
率

（
回
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者

/
全

回
答

者
数

）

・回答者の約60％が「歩行避難の可能性」
をこれまで意識していなかったと回答
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2.3 手近に置かれるハザードマップの作成

設問：ごみの日カレンダーの裏面にハザードマップ
を掲載していることを知っているか

・対象：未作為抽出した宍粟市住民1,000人（回収率54％）
・実施時期：ハザードマップ配布3ヶ月後

設問：ごみの日カレンダーの裏面に掲載している
ハザードマップをより利用しやくする工夫

⇒2.3.2 効果の検証

・回答者の約65％が「ごみの日カレンダーを持って
おり、洪水ハザードマップが掲載されていることを
知っている」と回答

65%

29%

2%
4%

ごみの日カレンダーを持っており、

洪水ハザードマップが掲載されてい

ることを知っている

ごみの日カレンダーを持っている

が、洪水ハザードマップが掲載され

ていることを知らなかった

ごみの日カレンダーを持っていない

が、洪水ハザードマップが掲載され

ているのを見たり、聞いたりしたこと

がある
ごみの日カレンダーを持っておら

ず、また、見たことも、聞いたことも

ない

N=533

【洪水ハザードマップが掲載されていることを知らなかった理由】
・ごみの日カレンダーを日常見るので、マップが裏にあることを

忘れていた。
・裏面に洪水ハザードマップが印刷されていることが書いてい

かったので分からなかった。

【利用しやすくするための工夫】
・「ハザードマップを表面に掲載し、見えるようにする」
・「地図を自治会毎にするなど大きく分かりやすくする」
・「表面に裏にハザードマップが掲載されていること目立つよう

に記載する」
・「ハザードマップが掲載されていることを周知する」 等

⇒2.3.2 効果の検証

設問：自治会の掲示板や公民館などにハザード
マップを掲示していることを知っているか

⇒2.3.2 効果の検証

・回答者の約60％が自治会
掲示板等へのハザード
マップ掲示を「知っている」
と回答

知って

いる, 

61%

知らな

い, 

39%

N=428
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2.3 手近に置かれるハザードマップの作成
・対象：未作為抽出した宍粟市住民1,000人（回収率54％）
・実施時期：ハザードマップ配布3ヶ月後

設問：日常生活でよく目にする場所で、ハザード
マップが掲示していれば利用しやすい場所は

設問：日常生活で利用するもので、ハザードマップ
が掲載していれば利用しやすいもの

⇒2.3.2 効果の検証
・スーパーマーケット、地区公民館、学校、金融機関、郵便局、

病院、ゴミ捨て場所、消防団詰所など
⇒2.3.2 効果の検証

30%
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19%
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JA
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バス停

その他

割合（回答数/回答者数）

N=186
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携帯電話で閲

覧できるように

する。

割
合

（
回

答
数

/
回

答
者

数
） N=132

・「地区の電話帳に載せる」、「大きなカレンダーに載せる（例え
ば、JAカレンダー）」、「住宅地図に載せる」、「広報誌に載せ
る」、「回覧板に載せる」など

⇒2.3.2 効果の検証

・対象：曲里地区全住民145人（回収率43％）
閏賀地区全住民75人（回収率84％）

・実施時期：郵便局等へのハザードマップ掲示2ヶ月後

設問：普段利用する施設や学校に、ハザードマップ
を掲示していることを知っているか

・スーパーマーケットでのハザードマップ掲示を約40％、コンビ
ニエンスストアでの掲示を約30％が「知っている」と回答
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2.3 手近に置かれるハザードマップの作成

設問：パソコンや携帯電話を使って河川情報を確
認できることをどこで知ったか

・対象：未作為抽出した宍粟市住民1,000人（回収率54％）
・実施時期：ハザードマップ配布3ヶ月後

設問：パソコンや携帯電話を使って河川情報を確認
できることを知っているか

⇒2.3.2 効果の検証

・回答者の約35％がパソコンや携帯電話を
使って河川情報を確認できることを「知って
いる」と回答

知って

いる, 

36%知らな

い, 

64%

N=532

・全回答者の約35％が河川情報を確認できるこ
とを「市の広報誌」、約25％が「ごみの日カレン
ダー」で知ったと回答
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N=180

⇒2.3.3 社会実験を通じて得られたノウハウと課題

ある, 

17%

ない, 

83%

2.3 手近に置かれるハザードマップの作成
・対象：未作為抽出した宍粟市住民1,000人（回収率54％）
・実施時期：ハザードマップ配布3ヶ月後

設問：河川情報QRコードを利用し、携帯電話を使っ
て河川情報を確認したことがない理由

・全回答者の約50％が河川情報を確認したことがない理
由として「河川情報を観る方法が分からない」と回答

35%
48%
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）

N=109

⇒2.3.3 社会実験を通じて得られたノウハウと課題

設問：河川情報QRコードを利用し、携帯電話を使っ
て河川情報を確認したことがあるか

N=186

・回答者の約85％が河川情
報を「確認したことがない」
と回答

役に立つ, 

75%

役に立た

ない, 3%

役に立つ

か分から

ない, 22%

N=32

設問：河川情報QRコードを利用し、携帯電話を使っ
て河川情報を確認したことがある方で、河川
情報の確認にあたってQRコードが役に立つか

・回答者の約75％が河川
情報を確認するときに
QRコードが「役に立つ」
と回答

【「携帯電話で河川情報の確認にあたって、QRコードが役
に立たない、分からない」と考える理由】

・携帯電話のない高齢者や、使い方の解らない人にはあ
まり役に立たないと思う

・観測点が少なすぎる
・どうしても画面が小さい

-7-



分かる, 93%

分からない, 

7%

全体

2.4 まるごとまちごとハザードマップの設置
・対象：曲里地区全住民145人（回収率43％）

閏賀地区全住民75人（回収率84％）
・実施時期：標識設置3ヶ月後

設問：標識を見て浸水による危険性を感じるか
⇒2.4.2 効果の検証

・回答者の約80％が標識
を見て「危険性を感じ
る」と回答

【危険性を感じないが認識できない理由】
・危険色がない
・標識を見たことがない

危険性を感

じる, 78%

危険性を感

じない, 22%

N=120

設問：標識を見て避難場所が分かるか
⇒2.4.2 効果の検証

・回答者の約95％が標識
を見て「避難場所が分
かる」と回答

避難場所が認識できない理由】
・普通の案内板のように見える

設問：標識を見て避難経路（避難方向）が分かるか
⇒2.4.2 効果の検証

・回答者の約90％が標識
を見て「避難経路が分
かる」と回答

【避難経路が認識できない理由】
・車で通るので分からなかった 分かる, 91%

分からない, 

9%
全体

N=120

N=121

-8-

2.4 まるごとまちごとハザードマップの設置
・対象：曲里地区全住民145人（回収率43％）

閏賀地区全住民75人（回収率84％）
・実施時期：標識設置3ヶ月後

設問：河川情報を入手できることをどこで知ったか

25%

31%

0%

25%

38%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

市の広報誌

で知った

洪水ハザード

マップで知っ

た

災害を受けて

自分で探した

ごみの日カレ

ンダーで知っ

た

標識を見て

知った

その他

割
合

（回
答

数
/
回

答
者

数
）

閏賀地区 N=48

⇒2.4.2 効果の検証

・回答者の約40％が携帯電話を使って河川情報が入
手できることを「標識を見て知った」と回答

58%

41%

15%

40%

28%

44%

33%

49%

32%

38%

29%

28%

31%

25%

31%

30%

32%

32%

34%

31%

35%

28%

34%

29%

27%

24%

24%

22%

12%

29%

53%

28%

38%

25%

33%

23%

34%

33%

45%

48%

45%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公民館

お寺の塀

市民局内のガレージ

避難所1の入り口

避難所1（児童館・ホール）

市民局入り口

郵便局横ゴミ置き場

橋梁横ゴミ置き場

国道周辺の民家壁

国道沿いの柵

国道周辺の民家のガレージ

神社周辺の民家壁

国道沿いの柵

避難所2（高校）

よく目にする たまに目にする 目にしない

設問：日常生活で標識を見る頻度

・曲里地区では、「公民館」や「橋梁横のゴミ置き場」 、「市民局入
り口」、「避難所1の入り口」、「お寺」など住民が集まる場所や通
学路、国道沿いで横断歩道がある場所に設置した標識を見る
頻度が高い

N=59

設問：標識に記載されている情報で十分か

情報は十

分である, 

85%

情報に不

足がある, 

15%

N=57

・回答者の約85％が標識に記
載されている「情報は十分で
ある」と回答

【標識に不足している情報】
・避難所の電話番号

⇒2.4.3 社会実験を通じて得られたノウハウと課題



課 題 と 対 応 記 録
【宍粟市における社会実験】

課 題 と 対 応 記 録
【宍粟市における社会実験】



●マイ防災マップ
◎現在のハザードマップは縮尺が大きく、自分の家の場所が特定できないことから、避難に利用しにくい ・・・P. 1
◎日常で地図を見ない人は、位置関係を把握しにくい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 2
◎マイ防災マップ作成の参加人数が多く意見がまとまり難かった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 3
◎自治会と発災時に実際に活動する消防団が、災害時の対応について情報共有ができていない・・・・・・・・・P. 4
◎実際に図面に書き込む手が動かない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 5
◎実際に被災した経験等がマイ防災マップに反映されない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 6
◎直接マップに記載すると修正が困難 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 7
◎まち歩きを一班10名程度の人数で実施したため、一体感が不足し分散してしまった ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 8
◎まち歩きだけでは、避難経路の高低差等､避難経路の安全性について住民は認識できない・・・・・・・・・・・・P. 9
◎地図に貼っている記号の意味が分かりにくい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10
◎マイ防災マップに記載している文章が難しく子供や高齢者には理解しにくい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11

●地区版防災計画
◎地区版防災計画として整理すべき内容が住民には分からない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12
◎行政から発令される避難に関する情報と住民のとるべき行動が住民に十分認識されていない・・・・・・・・・・P.13
◎マイ防災マップ作成時の話し合いで出てきた情報を地区版防災計画に反映することが必要・・・・・・・・・・・・P.14
◎災害時要援護者の避難支援体制が決まっていない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.15
◎自治会内で安否確認を行う方法が決まっていない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.16
◎個人情報の関係で災害時要援護者情報を全住民に情報提供することは困難・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.17
◎安否確認や災害時要援護者支援に活用できる自治会名簿、災害時要援護者台帳が作成されていない・・・P.18
◎避難所と隣保の距離位置関係等を踏まえ、地域（隣保（組））毎の避難方法の決定が必要・・・・・・・・・・・・・・P.19
◎自主避難のタイミングが避難準備情報より前であり、避難所が開設されていない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.20
◎災害時自治会長は、宍粟市との連絡等で手一杯になり、負担が大きい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.21
◎自治会内での情報伝達として、携帯電話に依存しているため、

携帯電話が使えない場合、連絡ができなくなる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.22
◎災害経験を踏まえ決定した避難の目安が本当に災害時に活用できる基準となっているか分からない・・・・・P.23

●その他
◎マイ防災マップ、地区版防災計画印刷経費の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.24

●手近に置かれるハザードマップ
◎ハザードマップが裏面に記載されており、日常の生活でハザードマップが認識されない・・・・・・・・・・・・・・・・・P.25
◎地図が小さく、自宅が確認できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.26
◎ハザードマップの掲載・掲示について知らされていないので気づかなかった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.27
◎印刷経費の確保が難しい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.28

●まるごとまちごとハザードマップの設置
◎日常生活で目に触れない場所に標識を設置しても効果がない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.29
◎標識には災害時の浸水深、避難所名、避難所までの経路が表示されているが、

避難に必要となる情報が不足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.30
◎標識や文字が小さく、目立たない色の標識や文字となっており、標識が目に入りにくい・・・・・・・・・・・・・・・・・P.31
◎河川管理者、宍粟市以外の管理者の構造物への掲示には申請が必要である・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.32
◎夜間でも表示内容が確認できる標識が必要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.33

－ 目 次 －



宍粟市ハザードマップ（神戸地区）

マイ防災マップ

マイ防災マップの作成時に把握された課題

◎現在のハザードマップは縮尺が大きく、自分の家の場所が特定できないことから、避難に利用しにくい

（課題）
・現在のハザードマップは1/10,000～1/15,000の縮尺で作成されており、自分の家の場所が特定

できないことから、避難に利用しにくい

（対応策）
・都市計画区域図等にハザードマップに記載されている

浸水範囲や浸水深、土砂災害区域、避難所位置を重ね
た図面を自分の家の場所が確認できる縮尺まで拡大し
提供

曲里地区を自分の家の場所が確認できる
縮尺まで拡大した図面（A0サイズ）

（評価）
・第1回ワークショップで曲里地区を拡大したマップを使用することで、住民の方々が自宅等の位置関係

が把握でき、作業がスムーズに進行した

1/10,000～1/15,000の縮
尺で地図が小さい

曲里地区

⇒ハザードマップに記載されている浸水範囲や
浸水深、土砂災害区域、避難所位置を図面に表示

P.1



曲里地区を自分の家の場所が確認できる縮尺まで拡大した図面

マイ防災マップ

マイ防災マップの作成時に把握された課題

◎日常で地図を見ない人は、位置関係を把握しにくい

（課題）
・都市計画区域図等にハザードマップに記載されている浸水範囲や浸水深、土砂災害区域、避難所位置

を重ねた図面を自分の家の場所が確認できる縮尺まで拡大し提供
・日常で地図を見ない人は、地図を見ても、自分の家や避難所の場所を把握しにくい

（対応策）
・日常生活で利用する郵便局や銀行、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、パチンコ店等、

その地区で生活する人にとって目印となるようなまちの中の施設を図面に記載

まちの中の施設名を追加した図面

（評価）
・第3回ワークショップでまちの中の施設の名称を示した図面について住民に確認したところ、位置関係

が把握できるようになったと回答を得た

目印となるまちの中の施設
の記載がない

パチンコ店を記載

コンビニエンスストア
を記載

スーパーマーケット
を記載

派出所を記載

郵便局を記載

消防署を記載

目印となるまちの中の施設
の記載がない

P.2



マイ防災マップ

マイ防災マップの作成時に把握された課題

◎マイ防災マップ作成の参加人数が多く意見がまとまり難かった

（課題）
・第1回のワークショップでは、参加人数23名でマイ防災マップ作成を実施したが、参加者から意見が

出難く、意見がまとまり難かった

（対応策）
・参加者の住居の場所を踏まえ、3班に分けて、各班7～8名で班毎に話し合い、防災上必要となる情報

を図面へ書き込んだ
・第2回ワークショップ以降は、自治会3役（自治会長、副会長、会計）、各隣保長、消防団等5～10名

程度で実施した

（評価）
・第2回ワークショップ以降は、自治会3役（自治会長、副会長、会計）、各隣保長、消防団等5～10名

程度で実施し、意見が出し易く、意見がまとまりやすかった

参加人数が多いため、意
見が出難く、意見がまと
まり難かった

参加者23名での意見交換の状況

第3回ワークショップの状況
（自治会3役、各隣保長での話し合いの状況）

P.3



マイ防災マップ

マイ防災マップの作成時に把握された課題

◎自治会と発災時に実際に活動する消防団が、災害時の対応について情報共有ができていない

（課題）
・自治会と発災時に実際に活動する消防団でお互いの災害対策本部の場所が異なっていた
・これまで災害時の対応について十分話し合う機会がなかった
・災害時の対応について意識の共有ができていなかった

（対応策）
・消防団長にマイ防災マップ作成への参加を呼びかけ、参加してもらった

（評価）
・自治会3役より、自治会と消防団との話し合いができたことが良かったと意見があった
・消防団長より、自治会と消防団で防災の認識が共有できたことが良かったと意見があった
・自治会から消防団に対して、洪水時に状況確認してほしい箇所（浸水要因となった箇所）を指示
・自治会と消防団の対策本部を公民館にし、消防団長も本部に詰めることで情報の共有が図られた

複数の消防団員が参加したマイ
防災マップを活用した防災訓練

の説明会の状況

消防団員の参加

消防団員が参加していない
ワークショップ

P.4



情報を直接図面に書き込んだ図面

マイ防災マップ

マイ防災マップの作成時に把握された課題

◎実際に図面に書き込む手が動かない

（課題）
・避難時の危険な場所や災害時の状況などについて話はされるが、図面に何を記入するか分からず、

実際に図面に書き込む手が動かないため、作業が進まなかった

（対応策）
・河川管理者等の行政側がマイ防災マップ作成作業へ積極的に参加し、図面に書き込む情報の順番を住

民へ指導し、住民の手が動かない場合は、聞き取った内容を河川管理者等が率先して記載し見本を示
した

河川管理者等の行政側の作業手順の指導の状況

（評価）
・河川管理者等の行政側がマイ防災マップ作成作業手順の指導・先導することで、住民の方々も徐々に

手が動き出し、作業がスムーズに進行した

話はされるが、図面へ
書き込まない

河川管理者等の行政側の作業手順の先導の状況

P.5



マイ防災マップ

マイ防災マップの作成時に把握された課題

◎実際に被災した経験等がマイ防災マップに反映されない

（課題）
・約400名の自治会のうち、マイ防災マップ作成に参加した人数が23名と一部の住民となっており、限

られた人数での話し合いでは、実際に被災経験した住民の意見や過去からの聞き伝えや知恵が不足し
ている

（対応策）
・防災上必要となる情報を書き込んだ図面をデジタルカメラで見やすい大きさで撮影し、自治会全員に

回覧し、被災した経験や聞き伝え知っている知恵等について意見を頂くこととした

回覧の結果を踏まえたマップ

（評価）
・回覧により、マイ防災マップ作成作業で把握していなかった過去からの聞き伝えや知恵、新たな被災

経験について確認ができた

回覧によって、聞き伝え
知っている知恵を把握

全戸に回覧したマップと意見聴取用紙

回覧によって新たに被災
経験を把握

P.6



情報を直接図面に書き込んだ図面

マイ防災マップ

マイ防災マップの作成時に把握された課題

◎直接マップに記載すると修正が困難

（課題）
・記入内容をマイ防災マップ作成に参加した住民間で確認したところ、基図に道路の記載がなかったた

め、マジックで直接記入したことから、修正が困難となった
・また、文字が多くなり、図面がごちゃごちゃし見難くなった

（対応策）
・修正作業が容易となるように、脱着可能なアイコン（シール化）と文字を書き込んだ付せん紙を使用

した

⇒付せん紙を使用することで、
箇所ごとの災害時の状況等、
説明が必要な課題の表現が可
能となり、着脱式なので修正
容易

⇒文字を少なくし、修正が容易
となるように危険な箇所など
の情報はアイコン（シール）
を使用

アイコンシールと付せん紙を活用し作成したマップ

（評価）
・まち歩き後の修正作業時において、住民が修正作業を行うときに、アイコン場所や文字を書き込んだ

付せん紙を使った修正作業が容易となったという感想が得られた。

使用した基図に道路
記載がなかった

文字を書いた
付せん紙を使用

脱着可能な
アイコンを使用
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まち歩きの状況

マイ防災マップ

まち歩きを実施して頂いた意見

◎まち歩きを一班10名程度の人数で実施したため、一体感が不足し分散してしまった

（課題）
・まち歩きを一班10名程度の人数で実施したため、バラバラな行動となり、一体感が不足することで、

意見や危険な箇所の共有ができなかった

（対応策）
・一体感を持つことができるように、まち歩きは1班5～8名で実施（必要に応じて班を編成）

まち歩きの状況での話し合いの状況

（評価）
・まち歩き時での話し合いの状況を見ると、1班5～8名で実施することで、班全体で活発な意見が出る

ようになった

バラバラな行動となったグループが2つになった
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マイ防災マップ

まち歩きを実施して頂いた意見

◎まち歩きだけでは、避難経路の高低差等、避難経路の安全性について住民は認識できない

（課題）
・まち歩きで避難経路を見るだけでは、避難経路の高低差等、避難経路の安全性について住民は認識で

きない
（①②の間の道路地盤が特に低いという住民の意見より、①②を通らない避難経路⑧⑦⑥⑤を採用）

（対応策）
・行政の防災担当としてまち歩きに一緒に参加し、既存のレーザープロファイラーデータ等を活用し避

難経路の縦断図等、避難経路の安全性が確認できる情報を提供

まち歩きで活用した避難経路縦断図

（評価）
・縦断図を活用したまち歩きにより、③②①よりも⑦⑥が低いことが確認でき、住民によるワークショ

ップの中で避難経路を③②①と見直しが実施されたことから、避難経路の高低差及びそれに伴う安全
性について、理解が得られたと考えられる

まち歩き前の
避難経路

まち歩き後の
避難経路
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防災訓練実施前に配布したマイ防災マップ

（対応策）

・分かりやすい記号とするため、記号をマークから漢字一文字（ ⇒ ）に変更し、色を赤色から

カテゴリー毎に色分け（ ⇒ ）、「浸水・あふれやすい場所」、「地盤が周囲よりも低い場

所」を「地盤が周辺よりも低くあふれやすい場所」にまとめ、記号を少なくし漢字を使用した

防災訓練時のマイ防災マップの記号 防災訓練の意見を踏まえ修正した記号

（評価）
・第3回ワークショップで、記号の変更について住民が話し合を行い、分かりやすい記号と漢字を使用し

分かりやすくなったと回答が得られた

（課題）
・マイ防災マップを活用した防災訓練実施後に行ったアンケート調査で、住民の方から「カラーの色が

同色でアイコンの違いが分かりにくい」、「記号がいろいろとたくさんあるので、分かりにくい。」
などの意見を頂いた

マイ防災マップ

アンケート調査で配布したマイ防災マップに対して住民の方から頂いた意見

◎地図に貼っている記号の意味が分かりにくい

アイコンが同色
で区別しにくい
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防災訓練実施前に配布したマイ防災マップ

（対応策）

・「街灯がなく、夜間は真っ暗で危ない場所」から「夜は暗くて見えにくい」などへ、子供や高齢者が

理解しやすく、分かりやすい文章に変更し、長い文章にならないようにした

（評価）
・第3回ワークショップで、文章の変更について話し合い、子供や高齢者が理解しやすく、分かりやすい

文章となったと回答が得られた

（課題）
・マイ防災マップを活用した防災訓練実施後に行ったアンケート調査で、「高齢者には地図が見にくく

意味を把握しにくい。」、「子どもが少しわかりづらかった。」などの意見があった

マイ防災マップ

アンケート調査で配布したマイ防災マップに対して住民の方から頂いた意見

◎マイ防災マップに記載している文章が難しく子供や高齢者には理解しにくい

文字が分かりに
くい

防災訓練時のマイ防災マップの文章 防災訓練の意見を踏まえ修正した文章
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地区版防災計画

地区版防災計画の作成時に把握された課題

◎地区版防災計画として整理すべき内容が住民には分からない

（課題）
・地区版防災計画として、何をどのように整理すべきか住民には分からないため、議論ができなかった

（対応策）
・宍粟市が防災計画の目次案を作成し、住民に提供
・宍粟市が情報提供し、住民に理解を得る必要のある「避難勧告等の避難情報および住民がとるべき行

動」や「避難の心得」等は、宍粟市が整理・提供
・宍粟市が作成を促進しているわがまち防災ファイル（自主防災運営台帳）の作成を自治会に呼び掛け
・計画書作成の目的、作成日、避難所情報、災害対策本部情報、話し合いで決定した自主避難の目安

（場所、現場写真）の整理を自治会に呼びかけ
・宍粟市が整理した「避難勧告等の避難情報および住民がとるべき行動」を活用し、宍粟市から発令さ

れる避難準備情報、避難勧告、避難指示発令時に住民が望まれる行動について説明し、具体的に自治
会内で、誰が誰にどのような情報を発信するか、情報を受けた住民がどのように行動するかを整理す
るように呼びかけを実施

・また、具体的な避難行動の整理にあたって、災害時要援護者の避難支援体制についても整理するよう
に助言を実施

曲里自治会防災計画目次

（評価）
・宍粟市が作成した目次案に沿って、必要な項目を自治会がまとめるという形をとったことで、スムー

ズな地区版防災計画作成が行われた
・また、地区版防災計画については、自治会長より、防災計画の作成は自治会長や組長が中心となって

行うが、自治会長や組長の任期で別の人に変わる。その時に、地区版防災計画があれば、災害時のノ
ウハウを地域で継続することができると意見を頂いた

・消防団長より、地区版防災計画をつくることにより、文章化したものがあると、避難場所や避難の目
安など、避難誘導の時にどのように行動すれば良いか分かり、有事の際に的確な対応がしやすくなる
と意見を頂いた
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地区版防災計画

地区版防災計画の作成時に把握された課題

◎行政から発令される避難に関する情報と住民のとるべき行動が住民に十分認識されていない

（課題）
・ハザードマップにも掲載されている行政から発令される避難準備情報、避難勧告、避難指示等の避難に

関する情報と住民のとるべき行動が住民に十分認識されていない

（対応策）
・ハザードマップに記載されている情報等を活用し、避難勧告等の避難情報および住民がとるべき行動、

避難の心得等を宍粟市が整理し、住民に提供
・宍粟市が整理した「避難勧告等の避難情報および住民がとるべき行動」を活用し、宍粟市から発令され

る避難準備情報、避難勧告、避難指示発令時に住民が望まれる行動について説明を行い、住民の理解を
得る

宍粟市が整理し、提供した避難勧告等の避難情報および住民がとるべき行動

（評価）
・自治会3役に「避難勧告等の避難情報および住民がとるべき行動」を理解していただき、宍粟市から発

令される避難準備情報、避難勧告、避難指示発令時に自治会内でどのように行動すべきか話し合ってい
ただき、避難に関する情報の発令時に住民がすべき行動が分かったと回答が得られた

ハザードマップを活用し宍粟市が整
理した避難勧告等の避難情報およ
び住民がとるべき行動
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地区版防災計画

地区版防災計画の作成時に把握された課題

◎マイ防災マップ作成時の話し合いで出てきた情報を地区版防災計画に反映することが必要

（課題）
・マイ防災マップ作成時に、地区に安全な場所がなく、やむをえず1階が浸水する避難所や土砂災害な

どの危険箇所に指定されている避難所があることや、現在の危険レベルが分かりにくいという意見が
あった

（対応策）
・マイ防災マップより避難所の安全性（浸水や土砂災害の危険性）を確認し、その結果を地区版防災計

画に記載した

地区版防災計画に記載した自主避難の目安箇所の説明

（評価）
・消防団長より、地区版防災計画をつくることにより、文章化したものがあると、避難の目安など、避

難誘導の時にどのように行動すれば分かり、有事の際に的確な対応がしやすくなると意見があった

地区版防災計画に記載した避難所の安全性の説明

避難所が急傾斜地崩壊危険箇所内、

裏山に山腹崩壊危険地区ある

マイ防災マップ
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地区版防災計画

地区版防災計画の作成時に把握された課題

◎災害時要援護者の避難支援体制が決まっていない

（課題）
・災害時に誰が災害時要援護者の避難支援を行うか自治会内で決まっていない

（対応策）
・災害時は隣保長（組長）は、隣保（組）の避難誘導を実施することとなり、災害時要援護者の避難支

援を実施できない。災害時要援護者の支援を迅速に行うためには、隣近所の協力が必要なことから、
隣保（組）毎で話し合い、災害時要援護者1人に対して2人の支援者を決定

・自治会長より、毎年隣保（組）毎に防災についての話し合いを行い、隣保（組）毎に災害時要援護者
の支援者を決定していくこととした

（評価）
・防災訓練で、決定した支援者による要援護者避難支援の訓練を実施した際に、スムーズな避難支援が

行われた

防災訓練での要援護者避難支援の訓練状況
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地区版防災計画

地区版防災計画の作成時に把握された課題

◎自治会内で安否確認を行う方法が決まっていない

（課題）
・自治会内で自治会名簿がなかったので安否確認ができなかった

（対応策）
・災害時、避難所で実施する安否確認を行う方法について自治会で話し合いを実施し決定
・話し合いで、作成した自治会名簿を活用し、隣保長（組長）が安否確認を行い、その結果を自主対策

本部に報告することとした

（評価）
・防災訓練で、隣保長（組長）による自治会名簿を活用した安否確認訓練を実施した際に、スムーズな

安否確認が行われた

防災訓練での名簿を使った安否確認の状況
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地区版防災計画

地区版防災計画の作成時に把握された課題

◎個人情報の関係で災害時要援護者情報を全住民に情報提供することは困難

（課題）
・個人情報の関係で災害時要援護者の氏名、年齢、住所、身体の状態などの情報については、避難支援

活動への活用を目的としたものでも、全住民に情報提供することは困難

（対応策）
・災害時要援護者情報の取り扱いについて自治会で話し合いを実施
・災害時要援護者情報は、マイ防災マップに記載せずに、地区版防災計画として名簿を整理し、自治会

長、隣保長等役員のみに配布・提供することとした

（評価）
・一部の役員の方に配布したことにより、個人情報の保護及び要援護者の避難支援の双方が達成された

と考えられる

曲里自治会防災計画目次

災害時要援護者情報を含む、個人
情報については、自治会役員のみ
に配布
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■災害時要援護者台帳　1

自主防災組織名

氏名 連絡先

プライバシーの保護に配慮して自主防

災組織会長が責任を持って保管する。曲里自治会

住

所

氏

名

住

所

特記事項状　態
介護者又は緊急時の連絡先

電

話

要援護者
氏名、住所、電話番号

電

話

備考

氏

名

避難時支援者

秘

No. 氏 名 年齢 性別 住所 電話 携帯電話 備考 安否確認

地区版防災計画

地区版防災計画の作成時に把握された課題

◎安否確認や災害時要援護者支援に活用できる自治会名簿、災害時要援護者台帳が作成されていない

（課題）
・宍粟市が作成を促進しているわがまち防災ファイル（自主防災運営台帳）のうち、安否確認や災害時

要援護者支援に活用できる自治会名簿（氏名、年齢、性別、住所、連絡先等が記載）、災害時要援護
者台帳（氏名、年齢、住所、身体の状態、緊急時の連絡先等が記載）が作成されていない

（対応策）
・自治会名簿、災害時要援護者台帳を作成
・自治会名簿に安否確認用の枠を追加、災害時要援護者台帳に支援者の名前を記載する枠を追加

（評価）
・防災訓練で、自治会名簿を活用した安否確認訓練と支援者による要援護者避難支援の訓練を実施した

際に、スムーズな安否確認や避難支援が行われた

台帳が未作成

わがまち防災ファイルを活用し作成した災害時要援護者台帳

安否確認用の枠
を追加

わがまち防災ファイルの災害時要援護者台帳（宍粟市）

支援者の名前を
追加

わがまち防災ファイルを活用し作成した自治会名簿
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地区版防災計画

地区版防災計画の作成時に把握された課題

◎避難所と隣保の距離位置関係等を踏まえ、地域（隣保（組））毎の避難方法の決定が必要

（課題）
・避難所と隣保（組）の距離位置関係等が異なるため、一般的な避難方法が設定できなかった

（対応策）
・避難方法について隣保（組）毎で話し合いを実施し、避難所まで距離がある隣保（組）では避難時の

集合場所を決定する等、隣保（組）毎に避難方法を決定

（評価）
・隣保（組）毎の話し合いで、曲里自治会8組のうち避難所まで距離のある3組で、避難時の集合場所を

決定
・避難時は集合場所に集合し、組長の避難誘導の下、隣保（組）住民がまとまって避難所まで避難する

ことを決定
・以上のように、隣保（組）毎での話し合いについては避難方法を決定する上で有効であった

防災訓練時の集合場所での組長による
安否確認状況

防災訓練時の組長の避難誘導の下、
まとまって避難する状況
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地区版防災計画

地区版防災計画の作成時に把握された課題

◎自主避難のタイミングが避難準備情報より前であり、避難所が開設されていない

（課題）
・避難の目安は、災害経験により低い道路や家屋の高さとしており、曲里地区のはん濫注意水位よりも

早いタイミングで超過することが想定されるため、自主避難を開始したときには、避難所が開設され
ていない状況となる

（対応策）
・地区版防災計画作成にあたり防災担当として避難所の開設時期等を説明

（評価）
・避難所の開設時期を理解した上で、隣保（組）毎で話し合いを実施し、組毎に決めた安全な場所を決

定
・災害時、自主避難開始時は組毎に決めた安全な場所へ避難し、宍粟市より「避難準備情報の発令」が

放送されたことを確認後、組長、副組長、消防団の指示に従い、避難所へ速やかに避難することを決
定

・以上のように、防災担当として避難所の開設時期等の説明については、実態に即した避難方法を決定
する上で有効であった

宍粟市防災担当者からの避難所開設時期の説明状況

宍粟市防災担当者
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地区版防災計画

地区版防災計画を活用した防災訓練時に頂いた意見

◎災害時自治会長は、宍粟市との連絡等で手一杯になり、負担が大きい

（課題）
・防災訓練時、自治会長は、宍粟市との連絡や自治会住民への有線放送（しーたん通信）の実施、

安否確認報告の受け答え等で手一杯になり、負担が大きかった

（対応策）
・災害時の効率的な対応について事前に自治会内で話し合い、役割分担を定めておく
・今回の社会実験では、自治会内の話し合いにより、自治会長は宍粟市との連絡に専念し、地区用有線

放送での自治会住民への放送は副会長等が担当、安否確認の連絡は副会長と会計で対応することを決
定

（評価）
・事前に自治会内で話し合いを行うことにより、災害時に効率的な対応が図られたと考えられる

自治会長が自治会住民へ
放送

防災訓練時の自治会住民への有線放送実施状況
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地区版防災計画

地区版防災計画を活用した防災訓練時に頂いた意見

◎自治会内での情報伝達として、携帯電話に依存しているため、携帯電話が使えない場合、連絡ができ
なくなる

（課題）
・自治会内での情報伝達として、携帯電話に依存しているため、携帯電話が使えない状況下で連絡が不

通となることが懸念される

（対応策）
・災害情報を住民に確実に情報伝達するため、複数の手法による情報伝達を事前に自治会で話し合いを

実施し、対策を検討する

（評価）
・来年度以降、自治会でトランシーバー等を宍粟市からの補助を活用し整備していくと自治会長より意

見をいただいた

組長が安否確認を報告

防災訓練時の組長から自主対策本部への携帯
電話を使った安否報告状況
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地区版防災計画

地区版防災計画を活用した防災訓練時に頂いた意見

◎災害経験を踏まえ決定した避難の目安が本当に災害時に活用できる基準となっているか分からない

（課題）
・避難の目安は、災害経験により低い道路や家屋の高さとしており、曲里地区のはん濫注意水位よりも

早いタイミングで超過することが想定され、発生頻度が高くなり過ぎることが懸念される
・自主避難の目安を活用した防災訓練時に、災害時浸水が始まる箇所を避難の目安と決定したが、本当

に災害時に活用できる基準となっているか分からないと意見があった

（対応策）
・今後複数の洪水を経験し、実態に即した避難の目安となるよう基準の更新を実施していく
・基準の更新に伴いマイ防災マップと地区版防災計画の修正を実施していく

（評価）
・実際の洪水を踏まえ、今後継続的に目安の更新、マイ防災マップ・地区版防災計画の修正を行ってい

くことで、災害時に活用できる基準となっていくと考えられる

家屋の高さより決定した
自主避難の目安線

設置した自主避難の目安線

道路の高さより決定した
自主避難の目安線
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その他

◎マイ防災マップ、地区版防災計画印刷経費の確保

（課題）
・マイ防災マップおよび地区版防災計画の印刷は自治会による実施が基本
・マイ防災マップは自治会掲示板へ掲示する大判図面と全戸に配布する図面、地区版防災計画も全戸に

配布する計画書が必要となり、自治会の予算では印刷が難しい

（対応策）
・マイ防災マップ、地区版防災計画作成・印刷経費を確保するため、活用できる助成制度の情報を住民

へ提供
・情報提供にあたっては、応募・申請要件の明示も実施

⇒例えば、市の助成・補助金（自主防災会育成事業補助金）、ひょうご安全の日推進事業助成金、
赤い羽根共同募金など

（評価）
・マイ防災マップおよび地区版防災計画を作成・印刷する際に、助成制度を活用することで自治会の費

用負担が軽減されることが考えられる

A3サイズのカラー印刷で
自治会世帯数分が必要

①
②

配布用マイ防災マップ（1ぺージ目）

③

配布用マイ防災マップ（3ページ目）

配布用マイ防災
マップ分割状況

P.24



【表面】：ごみの日カレンダー 【裏面】：洪水ハザードマップ

手近に置かれるハザードマップ

アンケート調査で配布されたごみの日カレンダーと一体となったハザードマップに対して住民の方から頂いた意見

◎ハザードマップが裏面に記載されており、日常の生活でハザードマップが認識されない

（課題）
・ごみの日カレンダーと一体となったハザードマップ後に実施したアンケート調査で、「ごみの日カレ

ンダーの裏面にハザードマップが記載されており、日常の生活で、ごみの日カレンダーを表にして壁
等に貼るので裏面が見えず、マップがあることに気付かなかった」などの意見があった

（対応策）
・ごみの日カレンダーへの掲載にあたっては、表面に裏にハザードマップが掲載されていること目立つ

ように記載するなど見易く、利用しやすいハザードマップを作成する。

（評価）
・対応策を実施することで、少なくとも29％の裏にあることを忘れていた方がハザードマップを認識し

て頂けると考えられる

ごみの日カレンダーの裏面にハ
ザードマップがあり、表面が見え
るように壁等に貼るので、裏面が
見えなかった

ごみの日カレンダーでの洪水ハザードマップ
掲載の効果（宍粟市全域）

65%

29%

2%
4%【洪水ハザードマップが掲載され

ていることを知らなかった理由】

・ごみの日カレンダーを日常
見るので、マップが裏にあ
ることを忘れていた。

・裏面に洪水ハザードマップ
が印刷されていることが書
いていなかったので分から
なかった。

ごみの日カレンダーを持っており、

洪水ハザードマップが掲載されてい

ることを知っている

ごみの日カレンダーを持っている

が、洪水ハザードマップが掲載され

ていることを知らなかった

ごみの日カレンダーを持っていない

が、洪水ハザードマップが掲載され

ているのを見たり、聞いたりしたこと

がある
ごみの日カレンダーを持っておら

ず、また、見たことも、聞いたことも

ない

N=533
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全戸に配布したごみの日カレンダーと一体となったハザードマップ（A2サイズ）

手近に置かれるハザードマップ

アンケート調査で配布されたごみの日カレンダーと一体となったハザードマップに対して住民の方から頂いた意見

◎地図が小さく、自宅が確認できない

（課題）
・ごみの日カレンダーと一体にして配布するため、宍粟市ハザードマップをA2サイズに縮小して全戸に

配布
・ごみの日カレンダーと一体となったハザードマップ配布後に実施したアンケート調査で、「地図が小

さく、自宅が確認できない」などの意見があった

（対応策）
・ごみの日カレンダーへの掲載にあたっては、地図を自治会毎にするなど大きく分かりやすいハザード

マップを作成する。

（評価）
・地図を自治会毎にするなど大きな縮尺の地図を使用することで、効果的な手近に置かれるハザードマ

ップになると考えられる。反面、種類の増加により、作成・印刷にかかる費用が増大することが懸念
される

自分の家の場所が特定できない
地図となっている

【アンケート調査で頂いた利用しやすくするための工夫】
・「ハザードマップを表面に掲載し、見えるようにする」
・「地図を自治会毎にするなど大きく分かりやすくする」
・「表面に裏にハザードマップが掲載されていること目立つように記載する」
・「ハザードマップが掲載されていることを周知する」 等
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知って

いる, 

61%

知らな

い, 

39%

自治会掲示板等での洪水ハザードマップ
掲示の効果（宍粟市全域）

手近に置かれるハザードマップ

アンケート調査で配布されたごみの日カレンダーと一体となったハザードマップに対して住民の方から頂いた意見

◎ハザードマップの掲載・掲示について知らされていないので気づかなかった

（課題）
・宍粟市全域でのごみの日カレンダーと一体となったハザードマップ配布や自治会掲示板へのハザード

マップ掲示、曲里・閏賀地区での郵便局や銀行、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、小・
中学校、高校でハザードマップの掲示について知らされていないので気付かなかった

（対応策）
・日常生活で利用する媒体、目に付きやすい

場所へのハザードマップの掲載・掲示にあ
たっては、住民に対し掲載・掲示を周知

・日常生活でより利用する地区の電話帳、大
きなカレンダー、住宅地図、広報誌、回覧
板等へハザードマップを掲載し、配布する

・日常生活で利用し、目に付きやすい自治会
掲示板、公民館、スーパーマーケット、コ
ンビニエンスストア等にハザードマップを
掲示する

（評価）
・より効果的な媒体へのハザードマップの掲示により、39％の掲示を知らない方の認知度の向上が図ら

れると考えられる

コンビニエンスストア

郵便局 スーパーマーケット銀行

神戸小学校 一宮南中学校 伊和高等学校

自治会掲示板

40%

27%

18%

10% 9%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

電話帳に載せ

る

カレンダーに載

せる（例えばJA

カレンダー）

住宅地図に載

せる

広報誌に載せ

る

回覧板に載せ

る

携帯電話で閲

覧できるように

する。

割
合

（
回

答
数

/
回

答
者

数
）

日常生活でよく目にするもので、洪水ハザードマップ
が掲載していれば利用しやすい場所（宍粟市全域）

N=132

施設、学校での洪水ハザードマップ
掲示の効果（曲里・閏賀地区）

21% 20%

39%
30%

16% 12% 9%

5% 7%

5%
6%

10%
9% 11%

74% 73%
56%

64%
74% 79% 81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

郵便局 銀行 スーパー

マーケット

コンビニ

エンスストア

神戸小学校 一宮南中学校 伊和高等学校

見て知っている 人に聞いて知っている 知らない

N=98N=428
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印刷費用の低減方策案

手近に置かれるハザードマップ

ごみの日カレンダーと一体となったハザードマップ作成時に把握された課題

◎印刷経費の確保が難しい

（課題）
・ハザードマップの配布にあたっては、浸水深の色の違いが確認できるようにするためにカラー印刷が

必要となり、印刷経費の確保が難しい

（対応策）
・ごみの日カレンダーを白黒で印刷、浸水が予想される地区であることを明記するために浸水深の表示

はせずに、浸水範囲を白黒印刷でも表現できるように着色する等、印刷費用の低減に努める

（評価）
・より安価な印刷方法として、白黒印刷を活用することで、印刷費用の低減が図られると考えられる

ごみの日カレンダーを白黒で
印刷

カラーで作成されたハザード
マップを白黒にした

浸水範囲を色の濃
淡で表現
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住民と行政が一緒に実施したまち歩きにより、住民が目にしやすい高さを確認し、標識の設置
位置を決定

まるごとまちごとハザードマップの設置後に実施したアンケート調査で、日常で生活でよく目
にする標識としては以下のような場所が挙げられている

まるごとまちごとハザードマップの設置

アンケート調査で設置されたまるごとまちごとハザードマップの設置に対して住民の方から頂いた意見

◎日常生活で目に触れない場所に標識を設置しても効果がない

（課題）
・標識の設置場所とすべき日常生活でより目にする場所が分からなかった

（対応策）
・行政担当者がまち歩きに一緒に参加し、住民が集まる公民館、役場、国道沿いで横断歩道がある場

所、通学路等、より効果的な標識設置場所を助言
・効果的な標識設置場所の助言を踏まえ、住民はまち歩きを実施し、効果的な設置場所を決定する

（評価）
・住民の意見を取り入れて効果的な設置場所や高さを検討したことにより、公民館や国道沿いで横断歩

道があるゴミ置き場が特によく目にする標識であると回答を得た

まち歩きにより、
住民が標識を目
にしやすい高さを
決定

まち歩きの状況

国道沿いで横断歩道があるゴミ置き場

公民館 一宮市民局入り口

通学路に存在する観音堂

標識設置状況
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まるごとまちごとハザードマップの設置

アンケート調査で設置されたまるごとまちごとハザードマップの設置に対して住民の方から頂いた意見

◎標識には災害時の浸水深、避難所名、避難所までの経路が表示されているが、避難に必要となる情報が不足

（課題）
・まるごとまちごとハザードマップの設置後に実施したアンケート調査で、災害時の浸水深、避難所名、

避難所までの経路を表示した標識を設置しているが、避難所の電話番号等の避難に必要となる情報が
不足していると意見があった

（対応策）
・外出先でも河川情報および避難所の開設状況が確認できるように、避難場所の電話番号等の避難に必

要となる情報を表示した標識を作成する

（評価）
・避難に必要となる情報を追加することで、より効果的な標識になると考えられる

避難所の電話番号
が不足していると意
見をいただいた
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まるごとまちごとハザードマップの設置

アンケート調査で設置されたまるごとまちごとハザードマップの設置に対して住民の方から頂いた意見

◎標識や文字が小さく、目立たない色の標識や文字となっており、標識が目に入りにくい

（課題）
・白の標識に、黒色・青色・緑色の目立たない色で情報が表示されており、標識が目に付き難い
・標識や文字が小さく、離れた場所から標識の表示内容が確認できない
・設置場所の色と標識が同じ色で目立たない

（対応策）
・まるごとまちごとハザードマップの設置後に実施したアンケート調査で判明した、「目に付きやすい

色を使う」、「標識を大きくする」、「文字を大きくする」、「目立つ色の外枠を入れる」など、事
前に住民の方の意見を聞く等により、効果的な標識とするための工夫を行う

（評価）
・設置にあたって、効果的となる標識の大きさ、文字の大きさ、色使いを検討することで、よりまるご

とまちごとハザードマップの認知度が向上すると考えられる

白の標識に、黒色・青色・緑色の
目立たない色で情報が表示され
ており、標識が目立たない

標識や文字が小さく、離れた場所
から標識の表示が分からない
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まるごとまちごとハザードマップの設置

まるごとまちごとハザードマップの設置時に把握された課題

◎河川管理者、宍粟市以外の管理者の構造物への掲示には申請が必要である

（課題）
・河川管理者、市町村以外の管理者の構造物への標識の設置には、申請が必要となる

（対応策）
・より効率的に標識を設置するために、住民の方に協力を頂く

（評価）
・標識設置にあたり、申請が必要となることを住民に理解していただき、民家の塀や民家のガレージに

標識を設置し、スムーズな設置ができた

民家の塀に標識を設置

民家のガレージに標識を設置
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まるごとまちごとハザードマップの設置

まるごとまちごとハザードマップの設置時に把握された課題

◎夜間でも表示内容が確認できる標識が必要

（課題）
・夜間の避難を踏まえると、夜間でも表示内容が確認できる標識とすることが必要

（対応策）
・街灯の存在状況を考慮し設置場所を決定する
・避難場所等、特に重要となる設置場所では、夜間に光る材質の標識を設置する

（評価）
・公民館は、災害時自主対策本部を設置する場所であり、地区の中で重要な場所であり、街灯がないこ

とから、夜間に光る材質の標識を設置したことにより、住民の方の標識に対する認識が高くなってい
ると考えられる

公民館に蓄光標識（夜間に光る材質）
を設置
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